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令和７年和束町決算特別委員会 

 

○議長（畑  武志君）  

 本日は、決算特別委員会にご参集いただき、ご苦労さまです。  

 初めに、町長から発言の申出がありましたので、許可いたします。  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 皆さん、おはようございます。公私ご多忙の中ご参集いただきましてありがとうご

ざいます。  

 議長のお許しを得ましたので、１件、諸般の報告をさせていただきます。  

 ９月１２日、京都新聞に掲載されました「和束町２０２４年一般会計などの決算を

まとめた」という記事でございます。  

 定例会初日に提案させていただき、本日この後ご説明させていただきます決算内容

について、詳細な内容が記載されており、あたかも認定を受けた後のような記事とな

っていることから、決算認定を受けたように読み取れると、誤解を招く表現ではとい

うご指摘がありました。  

 掲載をした京都新聞に確認をしましたところ、記者発表しました９月定例会議案及

びその他付随する案件から、記者が分かりやすく記載し、記事にしたとのことで、他

の町村とも類似した表記であるとの説明を受けましたので、ご報告申し上げます。  

  なお、この後ご説明をします各令和６年度決算認定につきましては、慎重審議を

いただきご承認賜りますようお願い申し上げ、諸般の報告とさせていただきます。  

○議長（畑  武志君）  

 初めての決算特別委員会でありますので、委員会条例第９条の規定によりまして、

年長の岡田  勇委員に臨時委員長をお願いいたします。  

 臨時委員長と交代します。  
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○臨時委員長（岡田  勇君）  

 改めまして、皆さん、おはようございます。  

 年長の故をもちまして、私、岡田  勇が臨時委員長職務をいたします。ご協力をよ

ろしくお願いをいたします。  

 ただいまから、特別決算特別委員会を開会いたします。  

 これより、決算特別委員長の選挙を行います。  

 委員長の選挙は、指名推選の方法により行いたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、委員長の選挙は、指名推選の方法で行います。  

 指名は、私から指名したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 異議なしと認め、私、岡田  勇を委員長に指名いたします。  

 ただいまの指名にご異議ございませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがいまして、私、岡田  勇が委員長に当選いたしました。  

 ただいま委員長に当選しました私、岡田  勇が委員長就任の挨拶をいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 就任にあたり一言ご挨拶申し上げます。  

 このたび皆様方のご推挙によりまして、決算特別委員長という大役をお受けするこ

ととなりました。身の引き締まる思いでございます。皆様のご協力を賜りますよう、

一生懸命職務を果たしてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  

 理事者の皆様におかれましては、分かりやすく明快なご答弁を賜りますようお願い

を申し上げます。  
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 限られた時間ではございますが、円滑かつ実りのある審議となりますよう全力で努

めてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。  

 それでは、副委員長の選挙を行います。  

 副委員長の選挙は、指名推選の方法により、私から指名したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認め、副委員長に吉田哲也委員を指名いたします。  

 ただいまの指名にご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、吉田哲也委員が副委員長に当選されました。  

 吉田哲也委員にこの旨、告知いたします。  

 これより議事に入ります。  

 本委員会に付託された認定第１号から認定第７号まで、令和６年度和束町一般会計

歳入歳出決算認定及び和束町各特別会計歳入歳出決算認定、公営企業会計決算認定に

ついてを一括議題といたします。  

 提案理由については８日の本会議で述べられましたので、最初に、令和６年度決算

審査意見書について、監査委員である小西  啓委員より報告願います。  

○監査委員（小西  啓君）  

 監査意見書を述べさせていただきます。  

 約３３分ほどかかりますので、どうかよろしくお願いいたします。  

 皆さんには事前に議案をお渡ししておりますので、十分読込みをしていただいてい

ると思いますので、大まかなところをさせていただきます。どうかよろしくお願いい

たします。  

令和６年度和束町決算審査意見書  

 監査委員を代表いたしまして、私のほうから、令和６年度決算審査意見書の報告を

いたします。  
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 委員の皆様には事前に意見書を配付しておりますので、要点のみを抜粋してご報告

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 まず、一般会計及び４特別会計に係る決算審査意見書でございます。  

令和６年度決算審査意見書  

 令和６年度和束町一般会計及び４特別会計の歳入歳出決算並びに基金の運用状況に

係る審査について、和束町監査基準に準拠して審査を実施したので、次のとおり意見

を付する。  

 令和７年８月２５日  

                        和束町監査委員   渡邊  正徳  

                           同      小西   啓  

 第１  審査の種類  

   地方自治法第２３３条第２項の規定に基づく決算審査  

   地方自治法第２４１条第５項の規定に基づく基金運用審査  

 第２  審査の期日  

   令和７年７月２５日、３０日、８月６日、２５日（延べ４日間）  

 第３  審査の対象  

 １  一般会計及び特別会計決算  

   令和６年度和束町一般会計歳入歳出決算  

   令和６年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算  

   令和６年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算  

   令和６年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算  

   令和６年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

 ２  基金運用状況  

   和束町用品調達基金  

   「くらしの資金」貸付基金  
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 第４  審査の着眼点 (評価項目 ) 

 決算審査にあたっては、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを

主眼として審査した。  

 また、基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効

率的に行われているかを主眼として審査した。  

 第５  審査の実施内容  

 この決算審査にあたっては、和束町長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入

歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調について、計数に

誤りはないか、財政運営は健全か、財産管理は適正か、さらに予算の執行にあたって

関係法令に従って効率的になされているか等に主眼をおき、関係諸帳簿及び証拠書類

と照合し、あわせて関係職員の説明を求め審査を実施した。  

 また、基金運用審査にあたっては、その設置目的にそって適正に運用されているか、

計数は正確であるかなどを審査した。  

 第６  審査の結果  

 審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細

書、実質収支に関する調書、財産に関する調及びその他関係書類は法令に適合して作

成され、かつ正確に表示されているものと認める。  

 また、各調書の計数は歳入・歳出簿その他関係諸帳簿と符合しており、各会計の決

算内容及び予算の執行についても適正に執行されているものと認める。  

 基金運用審査については、和束町長から提出された基金の運用の状況を示す書類の

計数は正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていると認める。  

 一般会計及び特別会計の決算状況については、少しページを飛ばしまして、１１ペ

ージの総括でございます。  

 （１）決算規模  

 決算額を前年度と比較すると、歳入決算額は４億５ ,６１０万３ ,０００円増加、歳
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出決算額は４億３ ,４７７万７ ,０００円増加している。  

 （２）決算収支  

 一般会計及び４特別会計の決算における歳入歳出差引額は１億１ ,９２５万２ ,００

０円、実質収支額は８ ,１６７万７ ,０００円、単年度収支額は△２４０万７ ,０００

円となった。  

 （３）予算の執行状況  

 歳入は、予算現額６５億４ ,７４２万円に対し決算額は６２億９ ,７３８万７ ,００

０円で、収入率は９６ .２％となっている。歳出は決算額が６１億７ ,８１３万５ ,０

００円で、執行率は９４ .４％となっている。  

 （４）財政状況  

 経常収支比率は８２ .８％となり、普通交付税の増加により顕著な数値を維持して

いるものの、大規模事業に伴う公債費が増加していることから、今後の財政状況を注

視する必要がある。  

 財政力指数は、前年度より０ .００３減少し０ .１７５となり、依然として自主財源

の割合が低く、財源に余裕がない財政状況にある。  

 実質公債比率は、前年度比０ .３ポイント減の１０ .４％となり、普通交付税の増加

等により比率が好転した。しかしながら、大規模事業に係る地方債の元利償還金が大

幅に増加することがすることが見込まれており、今後悪化していくことが予想される。  

 （５）財源の確保と事業の執行  

 一般会計と特別会計の収入未済額の合計額は、６ ,４９１万円となる。今後も徴収

努力を継続され、徴収率の向上に向けた取組を推進されたい。  

 収入未済額のうち令和６年度については、不納欠損額の合計２５２万８ ,０００円

で、前年度と比較すると１９万５ ,０００円増加している。長年、収入が見込めない

ものについては、相続人や保証人等の調査をはじめとした必要な手続を踏んだ上で、

法令・条例に従い滞納整理を具体的に進められたい。  
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 また、国民健康保険税に係る悪質滞納者においては、差押えなど法的措置を検討さ

れたい。  

 年度内に事業が完了せず、翌年度に繰越している事業が増加している事から、今後

も制度上やむを得ない場合を除き、繰越すことがないよう事務処理を進めてもらいた

い。  

 （６）基金管理等  

 「くらしの資金」貸付基金や生活更生資金貸付金等について、分納誓約書がある借

受人などは着実に徴収を行うなど、返済する人数を増やし、メリハリを持って徴収に

当たられたい。  

 （７）おわりに  

 令和６年度は、令和３年度に改訂された和束町第５次総合計画に基づき、さまざま

な施策に取り組みながら全会計が黒字決算となったが、これは地方交付税の増額が大

きな要因であり、今後もこれら国庫支出金等の依存財源の確保に加え、自主財源の確

保も求められるところだが、町税は昨年に比べ減収するなど、人口減少や少子高齢化

が進む本町においては財源の確保が重要となってくる。  

 令和６年度においては、総合保健福祉施設の建築工事が完成したことに加え、町道

撰原下島線拡幅改良事業等を実施しながら、物価高騰、価格高騰への対応も行われた。

また、今後発生する大規模事業の多額の元利償還金の支払いに対応するため、昨年度

と同程度減債基金に積み立てられるなど、持続可能な財政運営に向けた取り組みも進

められている。  

 最後に、鷲峰山トンネル開通を機に、和束町にとって大きな変革を迎える機会を逃

がすことなく、企業誘致や観光インフラの整備を積極的に行うことで雇用の促進や観

光客の消費の拡大につなげるなど、あらゆる角度から施策に取り組み、財源を確保し

ていただきたい。  

 あわせて、ふるさと納税制度の活用を一層拡充し、これまでの固定観念にとらわれ
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ない新たな発想により、業務の効率化による歳出の削減、歳入の確保を図るなど、健

全な財政運営に向けより一層取り組まれるよう要望し、令和６年度決算審査の意見と

する。  

 続きまして、公営企業会計決算審査の意見書でございます。  

令和６年度末課長公営企業会計決算審査意見書  

 令和６年度和束町公営企業会計決算に係る審査について、和束町監査基準に準拠し

て審査を実施したので、次のとおり意見を付する。  

 令和７年８月２５日  

                        和束町監査委員   渡邊  正徳  

                           同      小西   啓  

 １  審査の種類  

   地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づく決算審査  

 第２  審査の期日  

    令和７年７月２５日、３０日、８月６日、２５日（延べ４日間）  

 第３  審査の対象  

    令和６年度和束町簡易水道事業会計決算  

    令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計決算  

 第４  審査の着眼点（評価項目）  

    決算審査にあたっては、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であ  

   るかを主眼として審査した。  

 第５  審査の実施内容  

    この決算審査にあたっては、町長から提出を受けた決算報告書、損益計算書、  

   剰余金 (欠損金 )計算書、貸借対照表及びその他決算附属書類が地方公営企業法  

   第３０条及び同法施行令第２３条の規定に準拠して調製されているか、また、  

   その計数に誤りはないか、適法な手続きによって事務処理がされているか、合  
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   理的かつ能率的に経営されたか、予算の執行状況は効率的になされているか等  

   に主眼をおき、関係諸帳簿及び証拠書類と照合し、併せて関係職員の説明を求  

   め審査を実施した。  

 第６  審査の結果  

    審査に付された公営企業会計の決算報告書その他関係書類は、いずれも地方  

   公営企業法及びその他の関係法令に基づいて調製されており、審査した範囲に  

   おいて、その計数は関係帳簿等と照合した結果、適正に表示、処理されている  

   ものと認める。  

 審査の概要及び意見については少しページを飛ばしまして、１０ページをご覧くだ

さい。  

 １０ページの中ほど、簡易水道事業会計に係る総括的意見でございます。  

 （１）業務状況  

    令和６年度簡易水道事業における業務状況について、給水人口を前年度と比

較すると８６人減の３ ,３３１人となり、また、年間有収水量は前年度が打ち切り決

算であり、１１か月分の水量であったことから、前年度比１万６ ,６８３㎥増の３５

万３ ,６４４㎥となっている。  

    また、本年度に実施した建設改良工事については、町道中溝学校線拡幅改良

工事に伴う水道配水管布設替設計業務委託や総合保健福祉施設駐車場整備工事に  

   伴う給水管布設替工事などを実施している。さらに本年度から２か年をかけて、  

   旧西部水源施設更新事業を進めていくための簡易水道事業基本計画等の策定を  

   進められているところである。  

    有収水量率が減少していることから、有収水量の増加及び有収水量率の向上  

   に向けた取り組みを進めるとともに、今後も適切な維持管理及び計画的な更新  

   事業を実施するよう努められたい。  

 （２）経営状況  
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    令和６年度の経営状況について、損益計算書をみると、総収益１億９ ,６５  

   １万７ ,６８５円、総費用１億９ ,３７９万９ ,０９５円となり、差し引き２７  

   １万８ ,５９０円の純利益が生じ、黒字決算となった。  

    また、資本的収支では、資本的収入６ ,０４１万９ ,９２８円、資本的支出額  

   １億３ ,６２５万８ ,８７３円となり、差引不足額７ ,５８３万８ ,９４５円が生  

   じており、これを当年度分損益勘定留保資金等で補てんしている。  

    基準外繰入金による補てんを行わず、純利益が生じているものの、給水収益  

   が減少しているなかで、企業債償還金の増加に伴う減債基金の取り崩しを行う  

   など、経営状況は厳しい状況にある。  

 （３）財政状況  

    令和６年度の財政状況について、貸借対照表をみると、本年度に取得した資

産の取得価格よりも各資産の減価償却費が上回っているため、有形固定資産全

体として１億２ ,１２６万４ ,９６８円の減少、また、減債基金の取り崩しに伴

い、基金が２９８万９ ,９３０円の減少となり、資産合計は２４億７ ,３８４万

４ ,２２８円となった。一方、負債については本年度に借入した企業債よりも

償還額が上回っていることなどにより１億６ ,２９９万９ ,１４５円減少し、負

債合計は２２億９ ,７２１万８ ,２０７円となっている。また、一般会計からの

出資金により資本金が５ ,３６３万４ ,７０７円増加し、資本合計は１億７ ,６

６２万６ ,０２１円となっている。  

 また、経常収支比率は１０４ .０％で、１００％を超えており経常損失は生

じていないが、営業収支比率は５４ .１％となっており、一般会計繰入金等の

営業外収益により利益が生じているものである。  

 有形固定資産減価償却率は５５ .３％で、簡易水道事業として所有する償却

対象資産の半分以上が耐用年数を経過している状況である。また、管路経年化

率は２８ .６％であり比較的低いものの、旧西部水源に係る管路のみをみると
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大半が耐用年数を経過しており、早急な対応が求められる。  

 固定資産の老朽化が進んでいる状況にあることから、中長期的な経営状況を

見据えながら、将来の水需要を勘案した計画的な施設更新を進めていただきた

い。  

 （４）水道料金の収納状況  

 出納整理期間があると仮定した令和７年５月３１日時点の徴収率は、現年度

分９９ .３９％、過年度分４ .７８％となっており、前年度と比較すると、現年

度分０ .０８ポイント、過年度分△１ .０２ポイントそれぞれ悪化している。  

 ９９％以上の高い徴収率であるものの、現年度分の徴収率が減少傾向にある

ことから、今後も公平性の観点から悪質な滞納者には給水停止処分など法令・

条例に基づく適切な対応を講じられるなど、確実に徴収する努力を引き続きお

願いしたい。また、債権管理の効率化を図るため、徴収の見込みのない水道料

金は不納欠損処分を行うことを検討いただきたい。  

（５）おわりに  

 令和６年度より公営企業法を適用し、今回が初めての決算となったが、本年

度は黒字決算となり、合理的かつ能率的な経営を行いながら、適切な維持管理

のもと安心安全な水道水の供給に努められている点は評価できる。  

 一方で、人口減少や社会情勢の変化に伴う水需要の減少等を要因とする給水

収益の減少や物価高騰等による維持管理費の増大、企業債償還金の増加などに

より、本年度は減債基金を取り崩すなど経営状況は厳しい状況にある。このよ

うな状況のなかであっても、住民生活を支える水道サービスを維持し、安心安

全な水を安定的に供給できるよう老朽化が進む施設の更新を計画的に進めてい

く必要がある。本年度から、特に老朽化が進んでいる旧西部水源における更新

計画の策定を進められているところであるが、過度な投資となることがないよ

う計画的に事業を進めていただきたい。  



― 12 ― 

 最後に、公営企業法適用により、これまで把握できなかった損益情報や資産

の状況などが把握できるようになった。これらの情報に基づき、計画的な投資

と中長期的な視点に基づく事業運営を行うとともに、独立採算の原則に基づい

た将来にわたって持続可能な経営基盤の確保に努められるよう要望し、令和６

年度簡易水道事業決算審査の意見とする。  

 引き続きまして、特定環境保全公共下水道事業に係る審査の概要及び意見でござい

ます。  

 少しページを飛ばしまして、２０ページの５．総括的意見をお願いいたします。  

 （１）業務状況  

 令和６年度の特定環境保全公共下水道事業における業務状況について、水洗

化人口を前年度と比較すると３６人減の１ ,５８７人となり、また、年間有収

水量は前年度が打切決算であり、１１か月分の水量であったことから、前年度

比１万７７６㎥増の１９万２４１㎥となっている。  

 有収水量の増加及び有収水量率の向上に向けた取り組みを進めるとともに、

今後も適切な維持管理を実施するよう努められたい。  

 （２）経営状況  

 令和６年度の経営状況は、総収益１億５ ,５５０万４ ,８０１円、総費用１億

５ ,５２２万７ ,４６９円となり、差し引き２７万７ ,３３２円の純利益が生じ、

黒字決算となった。  

 また、資本的収支では、資本的収入１億２３３万８ ,８４９円、資本的支出

１億４ ,１２０万１ ,６８７円となり、差引不足額３ ,８８６万２ ,８３８円が生

じており、これを当年度分損益勘定留保資金等で補てんしている。  

 黒字決算となったものの、基準内繰入金のみでは黒字を維持できず、基準外

繰入金による補てんにより純利益が生じている状況であり、下水道使用料収入

が減少している点を踏まえても非常に厳しい経営状況にある。  
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 （３）財政状況  

 令和６年度の財政状況について、貸借対照表をみると、本年度に取得した資

産の取得価格よりも各資産の減価償却費が上回っているため、固定資産全体と

して７ ,９４８万４６０円の減少となり、資産合計は２８億３ ,０３５万４ ,４

３８円となった。一方、負債については本年度に借入した企業債よりも償還額

が上回っていることなどにより１億１ ,６３６万１ ,８７０円減少し、負債合計

は２５億９ ,３１４万５ ,８５３円となっている。また、一般会計からの出資金

により資本金が４ ,４９３万８ ,８４９円増加し、資本合計は２億３ ,７２０万

８ ,５８５円となっている。  

 収益性を見る際の指標である経常収支比率は１００ .４％で、１００％を超

えており経常損失は生じていないが、営業収支比率は１９ .５％となっており、

基準外繰入金を含めた一般会計繰入金等の営業外収益により利益が生じている

ものである。有形固定資産減価償却率は５２ .１％で、特定環境保全公共下水

道事業として所有する償却対象資産の半分以上が耐用年数を経過している状況

である。また、管渠経年化率は供用開始から２４年が経過しているものの、比

較的新しい管渠であることから０ .０％である。  

 管渠の老朽化は進んでいないものの、中央浄化センター等の施設・設備の老

朽化が進んでいることから更新を検討する時期を迎えているが、基準外繰入金

を含めた一般会計からの繰入金に依存した厳しい経営状況であることから、将

来の経営状況を見据えながら、更新の必要性を含め、慎重に施設更新等につい

て検討いただきたい。  

 （４）下水道使用料の収納状況  

 出納整理期間があると仮定した令和７年５月３１日時点の徴収率は、現年度

分９９ .４４％、過年度分２ .２７％となっており、前年度と比較すると、現年

度分が０ .１５ポイント、過年度分が１ .２２ポイントそれぞれ悪化している。  
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 ９９％以上の高い徴収率であるものの、現年度分の徴収率が減少傾向にある

ことから、今後も公平性の観点から悪質な滞納者には法令・条例に基づく適切

な対応を講じられるなど、確実に徴収する努力を引き続きお願いしたい。また、

地方自治法の規定に基づき、時効を経過した下水道使用料及び受益者分担金は

不納欠損処分を行うよう事務を進めていただきたい。  

 （５）おわりに  

 今年度は黒字決算となったものの、繰越欠損金が生じており、基準外繰入金

を含めた一般会計繰入金や資本費平準化債の借入に依存した非常に厳しい経営

状況にある。さらに、人口減少や社会情勢の変化に伴う使用水量の減少等を要

因とする下水道使用料収入の減少や物価高騰等による維持管理費の増大など経

営環境はより一層厳しさを増している。このような状況のなか、中央浄化セン

ター等の施設・設備の更新時期を迎えているが、これらの更新には莫大な費用

が想定されることから、公営企業の趣旨に則った下水道使用料の見直しをはじ

め、下水道事業の継続や抜本的な改革などあらゆる視点から検討を行い、総合

的な観点から今後の下水道事業の在り方について早急に検討を進められたい。  

 最後に、下水道は安全で快適な生活環境の実現と公共用水域の水質保全を図

るものであるが、独立採算の原則に基づき、将来にわたって持続可能な経営が

実現できるかを慎重に検討しつつ、町全体の財政状況等を鑑みた事業運営に努

められるよう要望し、令和６年度特定環境保全公共下水道事業決算審査の意見

とする。  

 以上、令和６年度決算審査の意見とさせていただきます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 続きまして、令和６年度一般会計及び各特別会計決算、公営企業会計決算について、

参事から順次説明を求めます。  

 なお、説明に当たっては、決算書は款のみの数字にとどめ、決算事項別明細書につ
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いては、特に重要なもののみとし、簡潔明瞭に説明願います。  

 それでは、参事から順次説明願います。  

○参事兼税住民課長（岡田博之君）  

 おはようございます。  

 それでは、私のほうから、まず最初に、主要な施策の成果の説明書につきまして、

報告をさせていただきます。  

 地方自治法第２３３条第５項の規定に基づき、令和６年度決算に係る主要な施策の

成果を説明する書類を次のとおり提出する。  

令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 

和束町長   馬場  正実  

 １．総括  

 令和６年度は、依然として続くエネルギー価格の上昇や物価高騰が住民生活へ大き

な影響を及ぼしました。そのような状況のなか、国からの交付金等を最大限に活用し

ながら、地域経済の活性化推進や住民生活を守るための給付事業等を展開したことに

加え、健康福祉交流センターの完成、鷲峰山トンネルの開通を見据えた施策など、和

束町第５総合計画に基づく事業を展開してきたところです。  

 （１）子どもから高齢者まで全ての住民が健やかに暮らせる郷  

 長引く物価高騰による生活支援のため、新たに導入した地域ポイント制度による給

付事業を実施するとともに、保育料や給食費、医療費、修学旅行費の無償化を継続さ

せるなど、全ての住民が安心して暮らせるまちづくりに努めてまいりました。  

 （２）生きる力を育む教育と生涯にわたった学びの郷  

 和束町の歴史と伝統を保全し次世代に伝えるため、茶畑景観資産などの文化遺産登

録を目指すとともに、学校教育の充実、スポーツ振興を通じて、和束町の未来を担う

子どもたちの育成に取り組み、また、大阪・関西万博の開催を見据えた魅力発信事業

など、地域振興へと波及させる施策も展開してまいりました。  



― 16 ― 

 （３）自然と共生し、安心・安全な郷  

 災害に強いまちづくりを目指し、災害用ドローンの整備並びに消防団と連携した運

用体制を構築するとともに、荒廃地整備による森林保全や合併浄化槽設置事業等の推

進により防災力向上とあわせて衛生環境向上にも努めてまいりました。  

 （４）お茶観光を軸とした交流の郷  

 鷲峰山トンネル開通による観光需要の高まりを見据え、宇治茶の主産地としての地

域特性を活かした特産品開発や、石寺景観展望施設の整備による受入体制の強化など、

お茶と観光が融合したまちづくりを推進するとともに、ワールドマスターズゲームズ

２０２７関西の開催に向けた体制づくりや機運醸成を進めてまいりました。  

 （５）快適で美しい環境の郷  

 石寺橋・中溝学校線整備事業をはじめとする道路整備の推進や、デマンド交通（Ｗ

ａｚＣａｒ）を地域との協働による地域交通システムとして充実させるとともに、移

住定住支援施策の推進による人口減少対策事業にも取り組んでまいりました。  

 （６）住民と行政のパートナーシップによる郷  

 ＩＣＴの活用によるデジタル地域ポイントの付与・利用のシステムを構築し、経済

循環の創出や行政事務の効率化を図るとともに、相楽東部地域での共同事業による広

域行政の推進にも努めてまいりました。  

 以上のような事業を進め、令和６年度一般会計他４特別会計の決算は、歳入４８億

３ ,５７０万７ ,０００円、歳出４７億４ ,７２２万５ ,０００円、歳入歳出差引額８ ,

８４８万２ ,０００円の黒宇となりました。  

 ２ページをお願いいたします。  

 歳入の概要  

 一般会計の歳入総額の対前年度比は、５億５ ,９５５万１ ,０００円（１３ .１％）

の増額となりました。  

 歳入の内訳については次のとおりでございますが、前年度と比較して増減額の大き
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い主な歳入科目の説明をさせていただきます。  

 最初に町税でございます。町税３億５ ,３０２万７ ,０００円で、前年度より１ ,７

４３万２ ,０００円の減、４ .７％の減となりました。主な要因につきましては、令和

６年度において実施されました個人住民税の定額減税の影響、また法人町民税の土地

譲渡所得の減収によるものでございます。  

 次に、地方特例交付金でございます。  

 地方特例交付金については１ ,１９７万円、前年度より１ ,１４８万３ ,０００円、

２ ,３５７．９％の増となっておりますが、この要因につきましては、先ほど町税の

方で述べました個人住民税の定額減税に係る減収補てんを国から行われたものでござ

います。  

 次に、地方交付税２１億１ ,５１３万２ ,０００円で、前年度より６ ,６３５万６ ,０

００円、３ .２％の増となっております。こちらの要因につきましては、国税の増収

に係る普通交付税の再配分があり、増額となったものでございます。  

 次に、国庫支出金３億９４５万５ ,０００円で、前年度よりさ△６ ,４２９万円、１

７ .２％の減となりました。主な要因でございますが、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金は増額となったものの、新型コロナ対応地方創生臨時交付金が皆減とな

ったことによるものでございます。  

 次に、府支出金１億８ ,７８０万６ ,０００円、前年度比１ ,５１４万円の増、８ .

８％の伸びとなっております。増収の主な要因でございますが、選挙委託金、農業用

施設災害復旧費補助金の増によるものでございます。  

 次に、繰入金でございます。令和６年度決算額２億６ ,３８０万９ ,０００円で、前

年度に比べ１億４万８ ,０００円、６１ .１％の増額となっております。こちらにつき

ましては、総合保健福祉施設整備事業に係る財政調整基金地域福祉基金の繰入金に伴

うものでございます。  

 次に、町債１２億９２０万円で、前年度に比べ４億２ ,８００万円増、５４ .８％の
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伸びとなっております。こちらにつきましても主な要因は、総合保健福祉施設整備事

業に係る過疎対策事業債の借入れによるものでございます。  

 次に、３ページをお願いいたします。  

 ３．歳出の概要  

 一般会計の歳出総額の対前年度比は５億３ ,０６４万１ ,０００円、１２ .６％の増

額となりました。  

 歳出の内訳につきましては、（１）目的別、（２）性質別に分類した以下のとおり

でございます。  

 最初に、目的別の歳出決算につきまして、重立ったものにつきまして説明をさせて

いただきます。  

 総務費では、令和６年度決算額９億１ ,４９８万２ ,０００円で、昨年度に比べ△６ ,

５０６万５ ,０００円、６ .６％の減となりました。主な要因につきましては、減債基

金への積立金△１億３ ,３２４万７ ,０００円ですが、新たな事業として、デジタル地

域ポイント事業２ ,４１６万９ ,０００円を支出させていただきました。  

 次に、民生費でございます。決算額は１９億９ ,３５３万４ ,０００円で、前年度に

比べ５億６ ,１３７万６ ,０００円の増、３９ .２％の伸びとなりました。主な要因で

ございますが、総合保健福祉施設整備事業及び物価高騰緊急支援給付事業によるもの

でございます。  

 次に、衛生費につきましては、決算額が５億２ ,０９８万円で、前年度に比べ８ ,４

８８万８ ,０００円の増、１９ .５％の伸びとなりました。主な要因につきましては、

相楽東部広域連合負担金ゴミ処理分によるものでございます。  

 続きまして、商工費の決算額につきましては５ ,６８６万２ ,０００円、前年度に比

べ△７ ,９２７万２ ,０００円、５８ .２％の減となりました。令和６年度完成予定の

石寺景観展望施設整備事業が令和７年度繰越事業になったことが主な要因でございま

す。  
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 次に、土木費の決算額でございますが、２億３ ,９３６万３ ,０００円で、前年度に

比べ△４ ,４９９万２ ,０００円、１５ .８％でございます。主な要因でございますが、

町営住宅、町道整備事業の工事請負費の減に伴うものでございます。  

 次に、教育費でございます。決算額は２億２ ,００２万２ ,０００円で、前年度に比

べ３ ,３９９万５ ,０００円の増、１８ .３％の伸びとなりました。主な要因につきま

しては、相楽東部広域連合負担金の増加に伴うものでございます。  

 続きまして、公債費の決算額につきましては３億９ ,９６７万５ ,０００円、前年度

に比べまして２ ,２８３万４ ,０００円の増、６ .１％の伸びとなりました。過疎対策

事業債等に係る元利償還金の増加に伴うものでございます。  

 次に、（２）性質別の歳出でございます。こちらの内容につきましても、主な支出

を説明させていただきます。  

 最初に、補助費等に係る決算額でございます。１０億２ ,７００万３ ,０００円で、

昨年度に比べ２億９ ,０２５万９ ,０００円の増、２５ .６％の伸びとなっております。

主な要因につきましては、令和６年度より簡易水道事業会計、特定環境公共下水道事

業会計が公営企業会計となりましたので、令和５年度まで繰出金として執行させてい

ただいたものが、負担金、補助金支出の会計処理に変更になったことから、増えたも

のでございます。  

 次に、普通建設事業費の決算額１４億４ ,９９９万円、４億６ ,２６３万７ ,０００

円の増、４６ .９％の伸びとなっております。主な要因につきましては、総合保健福

祉施設整備事業、町道中溝学校線整備事業によるものでございます。  

 次に、積立金でございますが、決算額は２億５ ,８６０万円で、昨年度に比べ△１

億１ ,４２７万１ ,０００円、３０ .６％の減となりました。主な要因でございますが、

減債基金への積立額の減少によるものでございます。  

 続きまして、繰出金の決算額２億９５８万２ ,０００円で、昨年度に比べ△１億９ ,

８４４万５ ,０００円、４８ .６％の減額となりましたが、こちらにつきましては、先
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ほど補助費等で述べましたように、簡易水道事業会計、特定環境公共下水道事業会計

が公営企業会計になったことから、補助費等と同様に、歳出科目が変更になったもの

でございます。  

 次に、４ページをお願いいたします。  

 ４．特別会計  

 ４特別会計の令和６年度決算総額は、歳入１４億６ ,１６８万円、歳出１４億３ ,０

９１万円で、前年度と比較すると、歳入では△１億３４４万８ ,０００円、６ .６％の

減、歳出では△９ ,５８６万５ ,０００円、６ .３％の減となりました。  

 ４特別会計の決算状況は次の一覧のとおりでございますので、お目通しいただきま

すようよろしくお願いいたします。  

 ５ページをお願いいたします。  

 ５．主な施策  

 令和６年度の主な施策の決算額でございます。  

 第５次総合計画に沿った事業ごとにまとめており、決算額のほか、財源内訳につき

ましても記載しております。  

 私のほうからは、事項、決算額の順に、決算額の大きい主な事業を説明させていた

だきます。  

 １．子どもから高齢者までの全ての住民が健やかに暮らせる郷、１６億８９７万円

支出させていただきました。このうち人権尊重社会の形成では２ ,６７８万７ ,０００

円、主な事業につきましては、人権ふれあいセンター運営事業２ ,５４７万９ ,０００

円でございます。  

 次に、地域福祉の推進７ ,６７７万９ ,０００円を支出させていただいております。

主な内訳でございますが、社協職員設置事業１ ,８６９万２ ,０００円、物価高騰緊急

支援給付金事業１ ,６８０万１ ,０００円、６ページでございます。物価高騰緊急支援

給付金事業（補足給付）分３ ,４１９万５ ,０００円支出をさせていただいております。  
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 次に、保健・医療体制の充実で、決算額が９億５ ,３４９万３ ,０００円でございま

す。主な事業につきましては、令和５年度から実施させていただいております総合保

健福祉施設整備事業７億７ ,０２４万８ ,０００円、総合保健福祉施設整備事業（医療

機器）整備の部分が６ ,６８７万２ ,０００円が主な事業の内容でございます。  

 次に、子育て支援の充実ということで、１億７ ,９８１万５ ,０００円支出をさせて

いただいております。主な事業でございますが、保育所運営事業に９ ,４８３万８ ,０

００円を、また子育て支援センター事業に１ ,４４７万８ ,０００円、放課後児童対策

事業に８９８万５ ,０００円、いきいきこども館運営事業に１ ,２１６万５ ,０００円、

児童手当給付事業に２ ,９３８万３ ,０００円、福祉医療（ひとり親・子育て支援）事

業に１ ,０３０万６ ,０００円支出をさせていただきました。  

 次に、高齢者対策の充実で２億３ ,３７８万５ ,０００円の決算額となっております。

主な内訳でございますが、介護保険特別会計保険事業勘定繰出金で１億９９５万７ ,

０００円、８ページになりますが、後期高齢者療給付費事業で７ ,７０９万４ ,０００

円支出をさせていただきました。  

 次に、障がい者支援の充実ということで、令和６年度決算額が１億３ ,８３１万１ ,

０００円でございます。主な事業でございますが、障害者自立支援給付事業１億２ ,

２１１万５ ,０００円支出をさせていただいております。  

 次に、９ページでございますが、大きなⅡ生きる力を育む教育と生涯にわたった学

びの郷、令和６年度決算額でございますが、２億４ ,９９４万円支出をさせていただ

きました。主な内訳でございます。まず、学校教育の充実といたしまして、相楽東部

広域連合負担金（教育費分）として２億２ ,００２万２ ,０００円を支出させていただ

いております。  

 また、生涯学習の充実ということで１ ,４７４万６ ,０００円を、主な事業につきま

しては、海洋センター管理事業で１ ,０８２万６ ,０００円の支出でございます。  

 １０ページをお願いいたします。  
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 Ⅲ自然と共生し、安心・安全な郷、令和６年度決算額ですが、６億２ ,３７４万２ ,

０００円となっております。このうち防災・防犯体制の充実では１億８ ,９３０万３ ,

０００円支出をさせていただいております。主な事業でございますが、相楽中部消防

組合負担金１億４ ,５０６万８ ,０００円、消防団員活動事業３ ,７５９万９ ,０００円。  

 １１ページでございますが、上・下水道の整備ということで、簡易水道事業会計負

担事業で１億４０９万円を、特定環境保全公共下水道事業会計負担事業で１億３ ,２

００万６ ,０００円を支出させていただきました。  

 １２ページをお願いいたします。  

 環境と共生した生活スタイルの確立ということで、１億８ ,７２９万４ ,０００円支

出をさせていただいております。主な事業でございますが、じん芥処理費で１億４ ,

８６７万４ ,０００円を、し尿処理費で２ ,７７４万５ ,０００円支出をさせていただ

きました。  

 次に、大きなⅣ、お茶観光を軸とした交流の郷９ ,１４９万７ ,０００円の決算額で

ございます。主な事業でございますが、まず、農林業の振興ということで、２ ,７１

０万３ ,０００円を支出しております。このうち、農業次世代人材投資資金給付事業

で２４０万２ ,０００円を、共同製茶等省力化推進事業で７１５万９ ,０００円、出品

茶推進委員会補助事業で２００万円を支出させていただいております。  

 波及効果を高める観光・交流産業の展開では、４ ,５９９万９ ,０００円を支出させ

ていただいております。１４ページをお願いします。主な事業でございますが、観光

案内所管理運営事業４８３万円、茶源郷まつり補助金２５０万円、石寺景観展望施設

整備事業２ ,３６５万４ ,０００円が主な事業支出でございます。  

 次に、大きなⅤ快適で美しい環境の郷、２億１ ,１３６万５ ,０００円の決算額でご

ざいます。このうち、移住・定住促進と快適な住環境の整備では４ ,３３５万円を支

出させていただきます。主な事業でございますが、地域おこし協力隊事業１ ,１２０

万８ ,０００円、共同浴場運営事業１ ,５９２万１ ,０００円でございます。  
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 次に、道路網の整備、１億５７９万１ ,０００円の決算額でございます。１６ペー

ジをお願いいたします。石寺橋整備事業５ ,２６４万１ ,０００円、町道中溝学校線改

良事業２ ,６０１万２ ,０００円、地籍調査事業１ ,１４３万円が主な事業でございま

す。  

 次に、公共交通システムの充実ということで、５ ,１４８万６ ,０００円を支出させ

ていただきました。主な事業でございますが、路線バス対策事業２ ,１９６万３ ,００

０円、茶源郷乗合交通生活お届け事業２ ,８５６万３ ,０００円でございます。  

 次に、大きなⅥ住民と行政のパートナーシップによる郷、２億５９２万１ ,０００

円の決算額でございます。このうち、住民参画のまちづくりといたしまして２ ,４５

０万６ ,０００円を、主な事業でございますが、デジタル地域ポイント事業２ ,４１６

万９ ,０００円を支出させていただいております。  

 情報システムの強化と公開の推進ということで１億２ ,６４４万１ ,０００円を、こ

のうち、茶源郷行政情報配信システム事業で１ ,１１８万２ ,０００円を、１８ページ

になりますが、電子計算費で１億１ ,１０９万７ ,０００円支出をさせていただいてお

ります。  

 効率的・効果的な行財政運営では２ ,２７８万８ ,０００円の決算額、このうち、こ

のうちふるさと応援寄附金事業で１ ,０１５万６ ,０００円を、戸籍電算化事業で１ ,

１３１万９ ,０００円を支出させていただきました。  

 広域行政の推進で３ ,２１８万６ ,０００円を、主な事業でございますが、相楽東部

広域連合負担金（総務費、民生費分）で２ ,４３９万円を支出させていただいており

ます。  

 それでは、引き続き私のほうから、令和７年度第３回定例会議案に基づきまして、

認定第１号のほうから説明をさせていただきます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ただいま参事の説明ですけれども、１０時５０分まで休憩します。  
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休憩（午前１０時３４分～午前１０時５０分）  

○委員長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、説明を続けます。  

 続けてください。  

○参事兼税住民課長（岡田博之君）  

 それでは、私のほうから決算書の説明をする前に、先ほど申し上げました主要な施

策の成果の説明書の中で誤りがございましたので、おわびして訂正をさせていただき

たいと思います。  

 主要な施策の成果の説明書の１ページの下段になります。  

 「以上のような事業を進め、令和６年度一般会計他４特別会計」ということで説明

申し上げましたが、今回の歳入額、歳出額につきましては、一般会計の金額でござい

ますので、「他４特別会計」につきまして訂正をさせていただきたいと思います。  

 よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案書に基づきまして、認定第１号のほうから説明をさせていただきま

す。  

 認定第１号  

令和６年度和束町一般会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度和束町一般会計歳入歳出決

算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 令和６年度歳入歳出決算書のほうをよろしくお願いいたします。  

 最初に、１ページでございます。  

 令和６年度和束町一般会計歳入歳出決算書  

 歳入でございます。  
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 単位は円となります。  

 款、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額の順に説明申し上げま

す。  

 １款町税、３億５ ,２１８万１ ,０００円、３億６ ,６８６万２ ,５１７円、３億５ ,

００２万６ ,４６４円、１０２万３ ,８７５円、１ ,２８１万２ ,１７８円。  

 ２款地方譲与税、予算現額４ ,０９９万９ ,０００円、調定額・収入済額は同額でご

ざいます。  

 ３款利子割交付金、予算現額１９万２ ,０００円、調定額・収入済額につきまして

は同額でございます。  

 ４款配当割交付金、４１４万１ ,０００円、調定額・収入済額につきましては予算

現額と同額でございます。  

 ５款株式等譲渡所得割交付金、５１３万３ ,０００円、調定額・収入済額は予算現

額と同額でございます。  

 ６款法人事業税交付金、６９９万１ ,０００円、調定額・収入済額は同額でござい

ます。  

 ７款地方消費税交付金、８ ,１３３万円、調定額・収入済額同額でございます。  

 ８款ゴルフ場利用税交付金１ ,０３９万９ ,０００円、１ ,０３９万９ ,１４９円、収

入済額は調定額と同額でございます。  

 ９款環境性能割交付金、６３３万２ ,０００円、調定額・収入済額は同額でござい

ます。  

 １０款地方特例交付金、１ ,１９７万円、調定額・収入済額同額でございます。  

 １１款地方交付税、２０億７ ,８９８万６ ,０００円、２１億１ ,５１３万２ ,０００

円、収入済額は調定額と同額でございます。  

 １２款交通安全対策特別交付金、予算現額・調定額・収入済額全て０円でございま

す。  
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 ３ページ、４ページをお願いいたします。  

 １３款分担金及び負担金、７ ,０６３万２ ,０００円、６ ,９７２万６ ,４５５円、６ ,

９６０万７ ,９５５円、０円、１１万８ ,５００円。  

 １４款使用料及び手数料、２ ,７３９万３ ,０００円、４ ,２５２万２ ,５２８円、２ ,

７６１万１７６円、０円、１ ,４９１万２ ,３５２円。  

 １５款国庫支出金、３億９ ,４９１万円、３億９４５万５ ,６１４円、収入済額は調

定額と同額でございます。  

 １６款府支出金、１億８ ,７２０万１ ,０００円、１億８ ,７８０万５ ,９８６円、収

入済額は調定額と同額でございます。  

 １７款財産収入、２８０万２ ,０００円、２７９万５ ,８６５円、収入済額は調定額

と同額でございます。  

 １８款寄付金、６７８万８ ,０００円、６７８万８ ,５００円、収入済額は調定額と

同額でございます。  

 １９款繰入金、３億３８６万９ ,０００円、２億６ ,３８０万９ ,２３４円、収入済

額は調定額と同額でございます。  

 ２０款繰越金、５ ,９５７万３ ,０００円、５ ,９５７万３ ,３０７円、収入済額は調

定額と同額でございます。  

 ２１款諸収入、６ ,３５９万８ ,０００円、８ ,７５１万３ ,９９１円、６ ,３４１万

４ ,９４１円、０円、２ ,４０９万９ ,０５０円。  

 ５ページ、６ページをお願いいたします。  

 ２２款町債、１３億７ ,６００万円、１２億９２０万円、収入済額は調定額と同額

でございます。  

 歳入合計、予算現額５０億９ ,１４２万円、調定額４８億８ ,８６７万３ ,１４６円、

収入済額４８億３ ,５７０万７ ,１９１円、不納欠損額１０２万３ ,８７５円、収入未

済額５ ,１９５万２ ,０８０円でございます。  
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 ７ページ、８ページをお願いいたします。  

 続きまして、歳出でございます。  

 こちらにつきましては単位は円で、款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用

額の順に説明申し上げます。  

 １款議会費、５ ,２９３万８ ,０００円、５ ,２７７万９ ,５０５円、０円、１５万８ ,

４９５円。  

 ２款総務費、９億５ ,４１４万３ ,０００円、９億１ ,４９８万１ ,６６２円、３ ,６

７９万８ ,０００円、２３６万３ ,３３８円。  

 ３款民生費、２０億３ ,７７９万３ ,０００円、１９億９ ,３５３万４ ,３２３円、４ ,

０５０万円、３７５万８ ,６７７円。  

 ４款衛生費、５億２ ,１２４万３ ,０００円、５億２ ,０９７万９ ,７８７円、０円、

２６万３ ,２１３円。  

 ５款農林業費、１億２ ,９８６万３ ,０００円、１億２ ,９５８万５ ,９４８円、０円、

２７万７ ,０５２円。  

 ６款商工費、１億５２１万３ ,０００円、５ ,６８６万１ ,７４８円、４ ,８１４万４ ,

０００円、２０万７ ,２５２円。  

 ７款土木費、４億４ ,０１９万円、２億３ ,９３６万３ ,２２８円、１億９ ,３３５万

円、７４７万６ ,７７２円。  

 ８款消防費、２億１５６万４ ,０００円、２億９５万８ ,３７５円、０円、６０万５ ,

６２５円。  

 ９款教育費、２億２ ,００２万２ ,０００円、２億２ ,００２万２ ,０００円、０円、

０円。  

 １０款災害復旧費、２ ,６０８万７ ,０００円、１ ,８４７万６５０円、３００万円、

４６１万６ ,３５０円。  

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。  
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 １１款公債費、３億９ ,９６８万８ ,０００円、３億９ ,９６７万５ ,５２０円、０円、

１万２ ,４８０円。  

 １２款諸支出金、２万４ ,０００円、１万１ ,８８２円、０円、１万２ ,１１８円。  

 １３款予備費、２６５万２ ,０００円、０円、０円、２５６万２ ,０００円。  

 歳出合計、予算現額５０億９ ,１４２万円、支出済額４７億４ ,７２２万４ ,６２８

円、翌年度繰越額３億２ ,１７９万２ ,０００円、不用額２ ,２４０万３ ,３７２円。  

 歳入歳出差引残額８ ,８４８万２ ,５６３円。  

 令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

 次に、議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

  認定第２号  

      令和６年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算認定に  

      ついて  

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度和束町湯船財産区特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 それでは、令和６年度歳入歳出決算書、１１ページ、１２ページをお願いいたしま

す。  

 令和６年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算書  

 歳入でございます。  

 単位は円、款、予算現額、調定額、収入済額の順に説明申し上げます。  

 １款財産収入、２３万円、２３万４７７円、収入済額は調定額と同額でございます。  

 ３款繰入金、９２万５ ,０００円、調定額・収入済額は同額でございます。  

 ４款繰越金、１１万５ ,０００円、１１万５ ,０６７円、収入済額は調定額と同額で

ございます。  
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 ５款諸収入、２３万円、２２万９ ,７２３円、収入済額は調定額と同額でございま

す。  

 歳入合計、予算現額１５０万円、調定額１５０万２６７円、収入済額１５０万２６

７円。  

 １３ページ、１４ページをお願いいたします。  

 続きまして、歳出でございます。  

 単位は円となっております。款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順

に説明申し上げます。  

 １款管理会費、１万５ ,０００円、１万５ ,０００円、０円、０円。  

 ２款総務費、１２８万５ ,０００円、１２８万１ ,７１９円、０円、３ ,２８１円。  

 ４款予備費、２０万円、０円、０円、２０万円。  

 歳出合計、予算現額１５０万円、支出済額１２９万６ ,７１９円、翌年度繰越額０

円、不用額２０万３ ,２８１円。  

 歳入歳出差引残額２０万３ ,５４８円。  

 令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

 以上でございます。  

 議案書のほうによろしくお願いします。  

 続きまして、認定第３号  

      令和６年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定  

      について  

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６度和束町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 決算書の１５ページ、１６ページをお願いいたします。  
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 令和６年度和束町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書でございます。  

 まず、歳入のほうから説明をさせていただきます。  

 単位は円、款、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額の順に説明

申し上げます。  

 １款国民健康保険税、９ ,７６４万７ ,０００円、１億８５９万９ ,８５０円、１億

１６万１ ,９２１円、１０６万４ ,１５０円、７３７万３ ,７７９円。  

 ２款使用料及び手数料、４万５ ,０００円、４万８ ,３００円、収入済額は調定額と

同額でございます。  

 ３款国庫支出金、５８万５ ,０００円、調定額・収入済額は同額でございます。  

 ４款府支出金、３億８ ,６１５万９ ,０００円、調定額・収入済額は同額でございま

す。  

 ５款財産収入、８万円、８万９９３円、収入済額は調定額と同額でございます。  

 ６款繰入金、３ ,１４２万６ ,０００円、３ ,１４２万９ ,１００円、収入済額は調定

額と同額でございます。  

 ７款繰越金、１ ,０４１万８ ,０００円、１ ,０４１万８ ,０５５円、収入済額は調定

額と同額でございます。  

 ８款諸収入、２０４万円、２０５万９ ,０４５円、２０５万３ ,２１４円、０円、５ ,

８３１円。  

 歳入合計、予算現額５億２ ,８４０万円、調定額５億３ ,９３７万９ ,３４３円、収

入済額５億３ ,０９３万５ ,５８３円、不納欠損額１０６万４ ,１５０円、収入未済額

７３７万９ ,６１０円。  

 １７ページ、１８ページをお願いいたします。  

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。  

 こちらにつきましても、款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に説

明申し上げます。  



― 31 ― 

 １款総務費、３７１万９ ,０００円、３５８万７ ,６５２円、０円、１３万１ ,３４

８円。  

 ２款保険給付費、３億５ ,２６７万４ ,０００円、３億５ ,２６６万９ ,２７５円、０

円、４ ,７２５円。  

 ３款国民健康保険事業費納付金、１億５ ,４７６万４ ,０００円、１億５ ,４７６万

２ ,６０２円、０円、１ ,３９８円。  

 ４款共同事業拠出金、予算現額、支出済額、翌年度繰越額全て０円でございます。  

 ６款保健事業費、１ ,１９２万７ ,０００円、１ ,１９１万６ ,４３９円、０円、１万

５６１円。  

 ７款基金積立金、５０８万１ ,０００円、５０８万９９３円、０円、７円。  

 ８款公債費、予算現額、支出済額、不用額全て０円でございます。  

 ９款諸支出金、２３万５ ,０００円、２３万４ ,７００円、０円、３００円。  

 １０款予備費、予算現額、支出済額、不用額全て０円でございます。  

 １９ページ、２０ページをお願いします。  

 歳出合計、予算現額５億２ ,８４０万円、支出済額５億２ ,８２５万１ ,６６１円、

翌年度繰越額０円、不用額１４万８ ,３３９円。  

 歳入歳出差引残額２６８万３ ,９２２円。  

 令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

 ２１ページ、２２ページをお願いします。  

 引き続き、令和６年度和束町国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算書の

説明をさせていただきます。  

 まず、歳入でございます。  

 単位は円ということで、款、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済

額の順に説明申し上げます。  

 １款診療収入、６ ,３３０万７ ,０００円、６ ,３６３万４ ,９４１円、６ ,３６３万
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２ ,３５１円、０円、２ ,５９０円。  

 ２款使用料及び手数料、１１１万６ ,０００円、１１１万６ ,４８０円、収入済額は

調定額と同額でございます。  

 ４款府支出金、予算現額、調定額、収入済額全て０円でございます。  

 ５款支払基金交付金、こちらにつきましても、予算現額、調定額、収入済額全て０

円でございます。  

 ６款繰越金、２４０万６ ,０００円、２４０万６ ,９２９円、収入済額は調定額と同

額でございます。  

 ７款繰入金、３ ,２１２万５ ,０００円、調定額・収入済額は同額でございます。  

 ８款財産収入、１ ,０００円、１６２円、収入済額は調定額と同額でございます。  

 ９款諸収入、予算現額でございますが、６８４万５ ,０００円、６８４万８ ,００４

円、収入済額は調定額と同額でございます。  

 歳入合計、１億５８０万円、１億６１３万１ ,５１６円、収入済額が１億６１２万

８ ,９２６円、不納欠損額０円、収入未済額２ ,５９０円。  

 ２３ページ、２４ページをお願いします。  

 続いて、歳出でございます。  

 款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に説明申し上げます。  

 １款総務費、７ ,００８万１ ,０００円、６ ,８５９万３ ,４２６円、０円、１４８万

７ ,５７４円。  

 ２款医業費、３ ,５７１万９ ,０００円、３ ,５１１万５０１円、０円、６０万８ ,４

９９円。  

 ３款公債費、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額と全て０円でございます。  

 ５款予備費、こちらにつきましても、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額

全て０円でございます。  

 歳出合計、予算現額１億５８０万円、支出済額１億３７０万３ ,９２７円、翌年度



― 33 ― 

繰越額０円、不用額２０９万６ ,０７３円。  

 歳入歳出差引残額２４２万４ ,９９９円。  

 令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

 認定第４号の説明を続けさせていただきます。  

 認定第４号  

      令和６年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ  

      いて  

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度和束町介護保険特別会計歳

入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 決算書の２５ページ、２６ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書でございます。  

 歳入  

 単位は円ということで、款、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済

額の順に説明申し上げます。  

 １款保険料、１億３ ,２８７万円、１億３ ,８６７万７ ,６６２円、１億３ ,５４０万

１２４円、４４万３３０円、２８３万７ ,２０８円。  

 ２款使用料及び手数料、予算現額、調定額、収入済額全て０円でございます。  

 ３款国庫支出金、１億７ ,９７１万３ ,０００円、１億７ ,９７１万４ ,５９０円、収

入済額は調定額と同額でございます。  

 ４款支払基金交付金、１億８ ,３８３万１ ,０００円、調定額・収入済額は同額でご

ざいます。  

 ５款府支出金、１億１５６万２ ,０００円、１億１５６万３ ,４４５円、収入済額は

調定額と同額でございます。  
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 ６款財産収入、２万８ ,０００円、２万８ ,８９２円、収入済額は調定額と同額でご

ざいます。  

 ７款繰入金、９ ,７３４万９ ,０００円、調定額・収入済額は同額でございます。  

 ８款諸収入、６ ,０００円、６ ,８３２円、収入済額は調定額と同額でございます。  

 ９款繰越金、２ ,４６４万１ ,０００円、２ ,４６４万１ ,５１８円、収入済額は調定

額と同額でございます。  

 歳入合計、予算現額７億２ ,０００万円、調定額７億２ ,５８１万２ ,９３９円、収

入済額７億２ ,２５３万５ ,４０１円、不納欠損額４４万３３０円、収入未済額２８３

万７ ,２０８円。  

 ２７ページ、２８ページをお願いします。  

 続きまして、歳出でございます。  

 こちらにつきましては、款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に説

明申し上げます。  

 １款総務費、６２７万２ ,０００円、６２６万１ ,５１０円、０円、１万４９０円。  

 ２款保険給付費、６億６ ,４４０万円、６億４ ,２３７万９ ,９９５円、０円、２ ,２

０２万５円。  

 ４款地域支援事業費、３ ,１８０万９ ,０００円、３ ,１７８万７ ,１３６円、０円、

２万１ ,８６４円。  

 ５款基金積立金、２万９ ,０００円、２万８ ,８９２円、０円、１０８円。  

 ６款公債費、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額全て０円でございます。  

 ７款諸支出金、１ ,７４９万円、１ ,７４６万７ ,３４８円、０円、２万２ ,６５２円。  

 ８款予備費、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額共に全て０円でございま

す。  

 歳出合計、予算現額７億２ ,０００万円、支出済額６億９ ,７９２万４ ,８８１円、

翌年度繰越額０円、不用額２ ,２０７万５ ,１１９円。  
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 歳入歳出差引残額２ ,４６１万５２０円。  

令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

 次に、２９ページ、３０ページをお願いします。  

 令和６年度和束町介護保険特別会計（サービス事業勘定）歳入歳出決算書でござい

ます。  

 歳入でございます。  

 単位は円ということで、款、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済

額の順に説明申し上げます。  

 １款サービス収入、４３２万円、４３２万７８０円、収入済額は調定額と同額でご

ざいます。  

 ２款繰入金、３２３万３ ,０００円、調定額・収入済額は予算現額と同額でござい

ます。  

 ３款繰越金、２４万７ ,０００円、調定額２４万７ ,９４１円、収入済額は調定額と

同額でございます。  

 歳入合計、予算現額７８０万円、調定額７８０万１ ,７２１円、収入済額７８０万

１ ,７２１円、不納欠損額０円、収入未済額も０円でございます。  

 ３１ページ、３２ページをお願いします。  

 続きまして、歳出でございます。  

 款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に説明申し上げます。  

 １款総務費、６９７万７ ,０００円、６７０万５ ,４６６円、０円、２７万１ ,５３

４円。  

 ２款事業費、８２万３ ,０００円、８２万２ ,０２４円、０円、９７６円。  

 ３款予備費、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額全て０円でございます。  

 歳出合計、予算現額７８０万円、支出済額７５２万７ ,４９０円、翌年度繰越額０

円、不用額２７万２ ,５１０円。  
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 歳入歳出差引残額２７万４ ,２３１円。  

 令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

 続きまして、認定第５号のほうをよろしくお願いいたします。議案書の認定第５号

でございます。  

  認定第５号  

      令和６年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認  

      定について  

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度和束町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 決算書の３３ページ、３４ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書  

 歳入でございます。  

 単位は円ということで、款、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済

額の順に説明申し上げます。  

 １款保険料、６ ,２１８万８ ,０００円、６ ,４８５万５ ,３６６円、６ ,２３７万７ ,

０８８円、０円、２４７万８ ,２７８円。  

 ２款使用料及び手数料、予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額は

０円でございます。  

 ３款繰入金、２ ,６６９万円、２ ,６６９万５７１円、収入済額は調定額と同額でご

ざいます。  

 ４款繰越金、５２万２ ,０００円、５２万２ ,４７８円、収入済額は調定額と同額で

ございます。  

 ５款諸収入、３１０万円、３１８万７ ,８０４円、収入済額は調定額と同額でござ
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います。  

 歳入合計、予算現額９ ,２５０万円、調定額９ ,５２５万６ ,２１９円、収入済額９ ,

２７７万７ ,９４１円、不納欠損額０円、収入未済額が２４７万８ ,２７８円でござい

ます。  

 次に、３５ページ、３６ページをお願いいたします。  

 歳出でございます。  

 こちらにつきましても、款、予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額の順に説

明申し上げます。  

 １款総務費、６５万９ ,０００円、６２万１ ,１９４円、０円、３万７ ,８０６円。  

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、８ ,６３７万８ ,０００円、８ ,６３７万８ ,０

００円、０円、０円。  

 ３款保健事業費、５１２万３ ,０００円、５１１万７ ,４２９円、０円、５ ,５７１

円。  

 ４款諸支出金、９万円、８万９ ,１００円、０円、９００円。  

 ５款予備費、２５万円、０円、０円、２５万円。  

 歳出合計、予算現額９ ,２５０万円、支出済額９ ,２２０万５ ,７２３円、翌年度繰

越額０円、不用額２９万４ ,２７７円。  

 歳入歳出差引残額５７万２ ,２１８円。  

 令和７年９月８日提出、京都府和束町長  馬場正実  

○委員長（岡田  勇君）  

 説明の途中ですが、ただいまから午後１時３０分まで休憩します。  

休憩（午前１１時２７分～午後１時３０分）  

○委員長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き、説明を続けます。  

 参事。  
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○参事兼税住民課長（岡田博之君）  

 それでは、私のほうから、午前中に引き続き、認定第６号のほうから説明をさせて

いただきます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

  認定第６号  

令和６年度和束町簡易水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度和束町簡易水道事業会計

決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 令和６年度公営企業会計決算書のほうをお目通しいただきたいと思います。  

 １ページ、２ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町簡易水道事業決算報告書  

 まず、収益的収入及び支出、収入の部から説明をさせていただきます。  

 一般会計等と同様、款のみの説明とさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。  

 １款水道事業収益、予算額合計２億６４７万円、決算額２億６０２万１ ,６０２円。  

 続きまして、支出でございます。  

 第１款水道事業費用、予算額合計２億７２３万３ ,０００円、決算額２億３２５万

３ ,３７２円、地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額０円、不用額３９

７万９ ,６２８円。  

 ３ページ、４ページをお願いいたします。  

 続きまして、（２）資本的収入及び支出でございます。  

 収入でございます。  

 第１款資本的収入、予算額合計７ ,６０５万円、決算額６ ,０４１万９ ,９２８円。  
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 続きまして、支出でございます。  

 第１款資本的支出、予算額合計１億５ ,１８９万２ ,０００円、決算額１億３ ,６２

５万８ ,８７３円、翌年度繰越額、地方公営企業法第２６条の規定による繰越額１ ,５

００万円、継続費提示繰越額０円、合計１ ,５００万円、不用額６３万３ ,１２７円で

ございます。  

 ５ページをお願いいたします。  

 （３）特例的収入及び支出  

 収入でございます。  

 特例的収入、予算額合計１ ,９３５万５ ,０００円、決算額１ ,９０９万４ ,６６２円。  

 支出でございます。  

 特例的支出、予算額合計１ ,９２４万２ ,０００円、決算額１ ,８５０万４ ,６３２円、

不用額７３万７ ,３６８円。  

 以上でございます。  

 続きまして、認定第７号の説明をさせていただきます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

  認定第７号  

      令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業会計決算認  

      定について  

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度和束町特定環境保全公共

下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

                          令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

                          和束町長    馬場  正実  

 それでは、令和６年度公営企業会計決算書に基づきまして、説明を続けさせていた

だきます。  

 決算書の３１ページ、３２ページをお願いいたします。  
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 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業決算報告書  

 （１）収益的収入及び支出  

 収入でございます。  

 第１款下水道事業収益、予算額合計１億５ ,８３２万円、決算額１億５ ,８１６万１ ,

１７６円。  

 支出でございます。  

 第１款下水道事業費用、予算額合計１億６ ,１４７万円、決算額１億５ ,７７８万１ ,

４１４円、地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額０円、不用額３６８万

８ ,５８６円でございます。  

 ３３ページ、３４ページをお願いいたします。  

 （２）資本的収入及び支出  

 収入でございます。  

 第１款資本的収入、予算額合計１億４０３万９ ,０００円、決算額１億２３３万８ ,

８４９円。  

 支出でございます。  

 第１款資本的支出、予算額合計１億４ ,３２０万３ ,０００円、決算額１億４ ,１２

０万１ ,６８７円、翌年度繰越額、地方公営企業法第２６条の規定による繰越額５０

万円、継続費逓次繰越額０円、合計５０万円、不用額１５０万１ ,３１３円でござい

ます。  

 ３５ページをお願いいたします。  

 （３）特例的収入及び支出  

 収入でございます。  

 特例的収入、予算額合計８７５万５ ,０００円、決算額８７５万４ ,８６２円。  

 支出  

 特例的支出、予算額合計４９９万５ ,０００円、決算額４９９万４ ,３３６円、不用
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額用額６６４円。  

 以上でございます。  

 なお、事項別明細の説明につきましては、各担当課長のほうから説明させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 それでは、令和６年度歳入歳出決算事項別明細書のご説明をさせていただきます。  

 １ページ、２ページをお願いいたします。  

 一般会計でございます。  

 歳入でございます。単位は円でございます。  

 １款町税、２項町民税、１目個人、収入済額１億２ ,０７５万２ ,１００円。内訳で

ございますが、所得割につきまして、１億１ ,５８６万５ ,０２９円でございます。  

 同款、２項固定資産税、１目固定資産税、１億７ ,４８１万９ ,８８３円。内訳でご

ざいますが、１節現年課税分でございまして、１億７ ,４２０万５００円、内訳でご

ざいますが、土地分といたしまして４ ,５１２万４ ,２００円、家屋分といたしまして

７ ,１３１万７ ,１００円、償却資産分といたしまして５ ,７７５万９ ,２００円でござ

います。  

 ３ページ、４ページをお願いいたします。  

 ７款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金、１目地方消費税交付金でございま

す。収入済額８ ,１３３万円でございます。  

 ５ページ、６ページをお願いいたします。  

 １１款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税でございます。収入済額２１

億１ ,５１３万２ ,０００円でございます。内訳といたしましては、普通交付税で１８

億９ ,６８９万７ ,０００円、特別交付税で２億１ ,８２３万５ ,０００円の収入となっ
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ております。  

 １３款分担金及び負担金です。７ページ、８ページをお願いいたします。２項負担

金、１目総務費負担金でございます。収入済額６ ,５０７万２ ,７６６円。主なもので

ございますが、相楽東部広域連合の職員人件費負担金でございます。  

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。  

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金でございます。収入済

額８ ,７３２万３ ,１３４円。主なものでございますが、１節社会福祉費負担金で６ ,

６３８万３６２円、主なものといたしましては、障害者自立支援給付費負担金に５ ,

４５５万円で、５４節児童手当国庫負担金２ ,０９４万２ ,７７２円の収入となってい

るところでございます。  

 次のページをお願いいたします。  

 同款、同項、２目民生費国庫補助金でございます。収入済額８ ,１６２万３ ,０００

円、うち１節社会福祉費補助金で７ ,３５９万７ ,０００円でございますが、主なもの

といたしましては、価格高騰対応地方創生臨時交付金不足給付で５ ,３７７万３ ,００

０円の収入でございます。  

 次のページをお願いいたします。  

 同款、同項、６目土木費国庫補助金、収入済額８ ,２２３万１ ,１３５円。主なもの

といたしましては、社会資本整備総合交付金（道路分）でございますが，２ ,４５９

万９ ,７８２円、道路局所管補助金（橋りょう分）になりますけども、５ ,５０６万２ ,

３５３円の歳入とさせていただいているところでございます。  

 １６款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金でございます。収入済額６ ,

７６４万９６３円のうち１節社会福祉費負担金４ ,６１４万４ ,８９６円、主な内訳で

ございますが、障害者自立支援給付費負担金で２ ,９２９万５ ,６５２円を収入させて

いただいております。  

 少しめくっていただきまして、２１、２２ページをお願いいたします。  
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 １９款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、収入済額３ ,４５４万

３ ,０００円でございます。  

 同款、同項、２目減災基金繰入金、収入済額６ ,９９９万６ ,０００円でございます。  

 同款、同項、５４目地域福祉基金繰入金、収入済額１億４ ,３８４万６ ,０００円で

ございます。こちらにつきましては、総合保健福祉施設整備事業に係る繰入金となっ

ております。  

 ２０款繰入金、１項繰入金、次のページをお願いいたします。１目繰入金、収入済

額５ ,９５７万３ ,３０７円でございます。内訳といたしましては、純繰越金といたし

まして４ ,５７３万１ ,３０７円の歳入でございます。  

 ２１款諸収入、４項雑入、１目雑入でございます。収入済額６ ,１５６万２ ,５５９

円、このうち２節雑入でございますが、５ ,７４６万２ ,５５９円で、主なものにつき

ましては、デジタル基盤改革支援補助金３ ,６７７万８ ,０００円を歳入させていただ

いております。  

 次のページをお願いいたします。  

 ２２款町債、１項町債、２目民生債、収入済額１０億２ ,４９０万円でございます。

こちらにつきましては、過疎対策事業債でございまして、総合保健福祉施設部整備事

業費に１０億２ ,２８０万円を歳入させていただいております。  

 同款、同項、６目土木債でございます。１節の道路橋りょう債でございまして、収

入済額は８ ,８１０万円で、主なものといたしましては、こちらも過疎対策事業債で

ございまして、石寺橋整備事業に６ ,８１０万円になっております。  

 次のページをお願いいたします。  

 同款、同項、８目商工祭、収入済額２ ,３６０万円でございます。こちらにつきま

しては、緊急防災・減災事業債といたしまして、石寺景観展望施設トイレの整備事業

費分となっているところでございます。  

 以上、収入合計でございますが、収入済額が４８億３ ,５７０万７ ,１９１円となっ
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ております。  

 以上が歳入でございます。  

 １枚おめくりいただきまして、歳出でございます。  

 歳出につきましては、款、項、目、支出済額を事業ごとに説明をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。  

 １款議会費、１項議会費、１目議会費、支出済額５ ,２７７万９ ,５０５円でござい

ます。主なものでございますが、事業の議会議員の人件費といたしまして、３ ,３４

６万２ ,８５０円の支出でございます。  

 次に、２款総務費、次のページをお願いいたします。１項総務管理費、１目一般管

理費、支出済額４億３ ,７７５万３ ,５１８円でございます。主な支出でございますが、

事業の一般職員人件費で１億４ ,２３６万３ ,７０２円、また事業でございますが、一

般管理費諸経費で４ ,１１４万２７円の支出となっております。  

 ３３ページ、３４ページをお願いいたします。  

 同じく、事業、下のほうでございますが、電子計算費で１億１ ,００９万６ ,６４９

円支出しております。主な内訳でございますが、次のページをお願いいたします。備

品購入費で２ ,５４６万４７４円、また負担金、補助及び交付金で５ ,９６７万５ ,１

５３円を支出しているところでございます。  

 次に、事業でございますが、一般職員人件費、こちらにつきましては、広域連合分

担金でございますが、６ ,０１６万１ ,１４６円支出させていただいております。  

 次のページをお願いいたします。  

 事業、相楽東部広域連合事業費で２ ,３８３万９ ,０００円を支出させていただいて

おります。  

 ４７ページ、４８ページをお願いいたします。  

 同款、同項、７目財産管理費、支出済額２億３ ,８７３万４ ,１１１円でございます。

主な支出でございますが、次のページをお願いいたします。事業の基金積立金で内訳
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でございますが、財政調整基金積立金に３ ,５４４万９ ,６２１円、また、減債基金積

立金に２億５２万６ ,２５２円を支出させていただいております。  

 下のほうでございます。  

 同款、同項、１２目交通対策費、支出済額５ ,１４９万８ ,６６０円でございます。

次のページになりますけども、主なものでございますが、事業で路線バス対策諸経費

に２ ,２３１万９ ,９４５円、このうち負担金補助及び交付金で、路線バス運行維持補

助金に２ ,１５４万７ ,２２０円、また、事業でございますが、茶源郷乗合交通生活お

届け事業に２ ,８５６万２ ,３７１円を支出させていただいております。  

 少しページが飛びます。６３ページ、６４ページをお願いいたします。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、支出済額１４億７ ,６８０万

５ ,１７５円でございます。主な支出でございますが、職員人件費で６ ,４８８万６ ,

４１１円の支出、また、下のほうでございますが、事業で社協職員設置事業費に１ ,

８６９万２ ,０００円を支出させていただいております。  

 １枚おめくりいただきまして、事業の国保事業勘定繰出金事業費で３ ,１４２万９ ,

１００円、また、下のほうでございますが、事業で障害者自立支援給付事業で１億２ ,

２１１万４ ,７１１円の支出をさせていただいております。  

 ６９ページ、７０ページをお願いいたします。  

 事業の総合保健福祉施設整備事業費、こちらにつきましては１２億１ ,４７６万２ ,

９０１円を支出しております。主な支出でございますが、委託料で３ ,３５５万１ ,１

００円、このうち総合保健福祉施設建築工事管理業務委託料といたしまして２ ,２３

３万円、また工事請負費で１０億３ ,５１５万７ ,３００円の支出、また次に、備品購

入費で１億２３１万３ ,８４３円を支出させていただいております。  

 次のページをお願いいたします。  

 同款、同項、３目老人福祉費、支出済額２億２ ,６２５万３ ,１３４円でございます。

主な内容でございますが、１枚おめくりいただきまして、事業の介護保険事業勘定特
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別会計繰出金といたしまして９ ,７３４万９ ,０００円、また事業、後期高齢者医療事

業費で１億３７８万４ ,７９９円を支出させていただいております。  

 少しめくっていただきまして、７９ページ、８０ページをお願いいたします。  

 同款、同項、１４目価格高騰緊急支援給付補足給付事業、支出済額５ ,２５７万１ ,

８１２円でございます。主な支出でございますが、物価高騰緊急支援給付金補足給付

といたしまして、５ ,１８３万円を支出しているところでございます。  

 同款、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、支出済額１億８ ,３２１万１ ,４７０

円でございます。主なものでございますが、次のページをお願いいたします。事業で

児童手当給付事業費で２ ,９３８万３ ,０００円の支出となっているところでございま

す。  

 次のページをお願いいたします。  

 同款、同項、３目保育所費、支出済額９ ,６１４万８ ,５４５円でございます。主な

支出でございますが、保育園人件費といたしまして６ ,１０３万１ ,５５６円、また保

育所費、諸経費といたしまして３ ,３８０万６ ,９６５円を支出しているところでござ

います。  

 続いて、８９ページ、９０ページをお願いいたします。  

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額３億４ ,３９５万８ ,

７８６円でございます。主な支出といたしましては、事業の保健険事業所経費で２ ,

８２０万２ ,３７４円の支出。  

 続いて、同款、同項、２目予備費、支出済額２ ,００７万９ ,５４５円でございます。

主なものでございますが、予防諸経費で２ ,００６万３ ,５５８円を支出させていただ

いております。  

 ９３ページ、９４ページをお願いいたします。  

 同款、同項、４目衛生管理費、支出済額２億３ ,８７２万６ ,１５３円でございます。

主なものでございますが、事業の簡易水道事業会計負担事業に１億４０９万７０７円、
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また、事業の特定環境保全公共下水道事業会計負担事業に１億３ ,２００万５ ,８４９

円をそれぞれ支出させていただいております。  

 次のページをお願いいたします。  

 同款、２項清掃費、１目じん芥処理費、支出済額１億４ ,８６７万４ ,２６２円でご

ざいます。事業のじん芥処理諸経費でございます。  

 同款、同項、２目し尿処理費、支出済額２ ,８３４万６ ,７３９円でございます。主

なものでございますが、し尿処理諸経費といたしまして２ ,７７４万４ ,７３９円を支

出させていただいております。  

 続きまして、５款農林業費、１項農業費、１枚おめくりいただきまして、２目農業

総務費、支出済額４ ,０５０万１ ,９９０円でございます。主なものでございますが、

職員人件費で４ ,０００万２３万５ ,８４１円となっております。  

 少し飛びますが、１０７ページ、１０８ページをお願いいたします。  

 次に、６款商工費、１項商工費、２目観光費でございます。１１１ページ、１１２

ページをお願いいたします。こちらの主なものでございますが、事業で、石寺景観展

望施設整備事業に２ ,３６５万４ ,４００円を支出させていただいております。  

 次に、７款土木費、１枚おめくりいただきまして、２項道路橋りょう費、もう１枚

おめくりいただきまして、３目道路新設改良費、支出済額１億７ ,８５４万２ ,９９２

円でございます。主な支出でございますが、事業の石寺橋整備事業に１億２ ,５７７

万５ ,５９６円、次のページでございますが、こちらも事業でございます。町道中溝

学校線改良工事に４ ,１３２万１ ,３９３円を支出させていただいております。  

 次のページをお願いいたします。  

 続いて、８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、支出済額１億４ ,５０６万８ ,

０００円でございます。こちらにつきましては、相楽中部消防組合負担金となってお

ります。  

 同款、同項、２目非常備消防費、支出済額３ ,７７３万８ ,７７１円でございます。
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主なものでございますが、事業の非常備消防諸経費で３ ,０３３万５ ,７８７円支出さ

せていただいております。  

 次のページをお願いいたします。  

 次に、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、支出済額２億２ ,００２

万２ ,０００円で、次のページをお願いいたします。こちらにつきましては、相楽東

部広域連合の負担金となっておりますので、よろしくお願いいたします。  

 次のページをお願いいたします。  

 １１款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額３億８ ,８６２万９ ,８６２円でご

ざいます。こちらにつきましては、町債の償還元金ということになっております。  

 歳出合計でございますが、予算現額５０億９ ,１４２万円に対しまして支出済額４

７億４ ,７２２万４ ,６２８円、翌年度繰越額が３億２ ,１７９万２ ,０００円、不用額

につきましては２ ,２４０万３ ,３７２円でございます。  

 次のページをお願いいたします。  

 実質収支に関する調書でございます。  

 区分、金額の順にご説明を申し上げます。  

 １．歳入総額         ４８億３ ,５７０万７ ,１９１円  

 ２．歳出総額         ４７億４ ,７２２万４ ,６２８円  

 ３．歳入歳出差引額      ８ ,８４８万２ ,５６３円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ３ ,７５７万５ ,０００円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ３ ,７５７万５ ,０００円  

 ５．実質収支額        ５ ,０９０万７ ,５６３円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は０円で
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ございます。  

 １２９ページ以降につきましては、財産に関する調をつけておりますので、後ほど

お目通しいただきますようお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

 １３７ページをお願いいたします。  

 続いて、和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細につきましては、先ほ

ど午前中、参事より令和６年度の決算書により報告させていただいておりますので、

ご説明を省略させていただきます。明細書につきましては、後ほどお目通しのほうを

お願いいたします。  

 １４２ページをお願いいたします。  

 実質収支に関する調書でございます。  

 湯船財産区特別会計分でございます。  

 区分、金額の順にご説明を申し上げます。  

 １．歳入総額         １５０万２６７円  

 ２．歳出総額         １２９万６ ,７１９円  

 ３．歳入歳出差引額      ２０万３ ,５４８円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ０円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ０円  

 ５．実質収支額        ２０万３ ,５４８円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、０円で

ございます。  

 なお、１４３ページ以降につきましては、財産に関する調書を載せておりますので、
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後ほどお目通しをお願いいたします。  

 他の特別会計及び企業会計につきましては、それぞれの所管課長からご説明を申し

上げますので、よろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 税住民課長。  

○参事兼税住民課長（岡田博之君）  

 続きまして、私のほうからは、令和６年度和束町国民健康保険特別会計（事業勘定）

につきまして説明をさせていただきます。  

 事項別明細書の１４９ページ、１５０ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書  

 歳入でございます。  

 単位は円となっております。  

 款、項、目、収入済額の順に、主なもののみ説明させていただきたいと思います。  

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、収

入済額１億１６万１ ,９２１円でございます。主なものにつきましては、１節医療給

付費分現年課税分として６ ,２５８万８ ,９５６円を、また、２節の後期高齢者支援金

分現年課税分として２ ,４６４万６３８円、３節介護納付金分現年課税分として１ ,１

１３万６ ,６０６円を収入させていただいております。  

 １５１ページ、１５２ページをお願いいたします。  

 ４款府支出金、２項府補助金、１目保険給付費等交付金、収入済額が３億８ ,６１

５万９ ,０００円でございます。こちらにつきましては、１節普通交付金として３億

５ ,０２５万円、２節特別交付金として３ ,５９０万９ ,０００円の歳入となっており

ます。  

 続きまして、６款繰入金、２項一般会計繰入金、１目保険基盤安定繰入金保険税軽
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減分でございます。収入済額が１ ,５９１万８ ,４２０円となっております。  

 また、２目保険基盤安定繰入金（保険者支援分）では、収入済額が９１７万１ ,８

５９円となっております。  

 １５３ページ、１５４ページをお願いいたします。  

 歳入合計でございますが、予算現額５億２ ,８４０万円に対しまして収入済額が５

億３ ,０９３万５ ,５８３円、不納欠損額が１０６万４ ,１５０円、収入未済額が７３

７万９ ,６１０円となりました。  

 続きまして、１５５ページ、１５６ページをお願いします。  

 続きまして、歳出でございますが、こちらにつきましても、款、項、目、支出済額

の順に説明を申し上げます。  

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付金でございます。支出

済額が３億３６６万９ ,３４０円となっているところでございます。  

 続きまして、１５７ページ、１５８ページをお願いいたします。  

 同款、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、支出済額４ ,４２８万９ ,８

３９円でございます。  

 続いて、１５９ページ、１６０ページをお願いいたします。  

 ３款国民健康保険事業納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費分

として支出済額でございますが、１億１９３万３２６円となっているところでござい

ます。  

 次に、１６１ページ、１６１ページでございますが、同款、２項後期高齢者支援金

等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、支出済額が３ ,８３４万９ ,４６１円

でございます。  

 同款、３項介護納付金納付金分、１目介護納付金分として支出済額でございますが、

１ ,４３７万２ ,８１５円となっているところでございます。  

 歳出合計でございますが、１６５ページ、１６６ページをお願いいたします。歳出
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合計、予算現額５億２ ,８４０万円、支出済額５億２ ,８２５万１ ,６６１円、翌年度

繰越額０円、不用額１４万８ ,３３９円でございます。  

 １６８ページをお願いいたします。  

 実質収支に関する調書でございます。  

 区分、金額の順に説明申し上げます。  

 １．歳入総額         ５億３ ,０９３万５ ,５８３円  

 ２．歳出総額         ５億２ ,８２５万１ ,６６１円  

 ３．歳入歳出差引額      ２６８万３ ,９２２円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ０円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ０円  

 ５．実質収支額        ２６８万３ ,９２２円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、０円。  

 以上でございます。  

 なお、１６９ページには財産に関する調を載せさせていただいておりますので、後

ほどお目通しをお願いいたします。  

 なお、直診勘定につきましては、保健福祉課長のほうから説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 保健福祉課長兼診療所事務長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 それでは、私のほうからは、認定第５号  令和６年度和束町国民健康保険特別会計

（直診勘定）歳入歳出決算事項別明細書によりご説明申し上げます。  
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 まず、歳入でございます。  

 款、項、目、収入済額の順に主なもののみご説明いたします。  

 １７１、１７２ページをお願いいたします。  

 １款診療収入、２項外来収入、７目後期高齢者医療保険診療報酬収入、収入済額３ ,

５１４万１ ,７４３円、こちらは現年度分でございます。  

 めくっていただきまして、１７３ページをお願いいたします。  

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、３ ,２１２万５ ,０００円、

一般会計の繰入金をいただいております。  

 歳入合計でございます。予算現額１億５８０万円、収入済額１億６１２万８ ,９２

６円、不納欠損額０円、収入未済額２ ,５９０円となっております。  

 おめくりください。  

 １７５、１７６ページからは歳出でございます。歳入同様に、款、項、目、支出済

額の順に主なもののみご説明いたします。  

 １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費６ ,８４３万２ ,５８５円。主なもの

といたしましては、職員の人件費が主なものとなっております。  

 おめくりください。１７７、１７８ページをお願いいたします。  

 ２款医業費、１項医業費、３目医薬品衛生材料費、３ ,１８１万６ ,４５７円。事業

といたしましては、医薬品衛生諸経費、医療材料費の薬代でございます。  

 おめくりください。  

 歳出合計でございます。予算現額１億５８０万円、支出済額１億３７０万３ ,９２

７円、不用額２０９万６ ,０７３円。  

 おめくりください。１８２ページをお願いいたします。  

 実質収支に関する調書について、区分、金額の順にご説明いたします。  

 １．歳入総額         １億６１２万８ ,９２６円  

 ２．歳出総額         １億３７０万３ ,９２７円  
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 ３．歳入歳出差引額      ２４２万４ ,９９９円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ０円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ０円  

 ５．実質収支額        ２４２万４ ,９９９円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、０円。  

 １３８ページ以降は財産に関する調書をつけております。後ほどお目通しください

ますようよろしくお願いいたします。  

 ページを飛ばしていただきまして、続きまして、１８９、１９０ページをお願いい

たします。  

 認定第４号の令和６年度和束町介護保険（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細

書について説明いたします。  

 先の会計と同様の説明とさせていただきます。  

 まず、歳入でございます。  

 １款保険料、１項介護保険料、１目の第１号被保険者保険料、１億３ ,５４０万１

２４円。主なものといたしましては、現年度分の特別徴収費が１億２ ,７２９万１ ,２

２４円となっております。  

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、１億１ ,９４１万３ ,８

５０円。こちらにつきましても、現年度分の介護給付費の負担金となっております。  

 同款、２項国庫補助金、１目調整交付金、４ ,８５５万８ ,０００円。現年度分の調

整交付金を入れていただいております。  

 おめくりください。１９１、１９２ページでございます。  

 ４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、１億７ ,７４
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７万４ ,０００円。現年度分介護給付費交付金でございます。  

 ５款府支出金、１項負担金、１目介護給付費負担金、９ ,６５９万５ ,０００円。  

 ７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、８ ,０２９万円。介護

給付費繰入金を歳入させていただいております。  

 １９３、１９４ページをお願いいたします。  

 ９款繰越金、１項繰越金、おめくりください。１目繰越金、２ ,４６４万１ ,５１８

円。こちらにつきましては純繰越金でございます。  

 歳入合計でございます。予算現額７億２ ,０００万円、収入済額７億２ ,２５３万５ ,

４０１円、不納欠損額４４万３３０円、収入未済額２８３万７ ,２０８円。  

 おめくりください。  

 １９７、１９８ページでございます。  

 歳出でございます。こちらにつきましても、款、項、目、支出済額の主なもののみ

の説明とさせていただきます。  

 もう１枚おめくりください。  

 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸経費、１目居宅介護サービス給付費、２億

３ ,６５６万７ ,７６８円。こちらにつきましては、負担金補助及び交付金となってお

ります。  

 同款、同項、５目施設介護サービス給付費、２億９ ,９２９万６ ,４６２円。同じく、

負担金補助及び交付金となっております。  

 ２枚ほどおめくりください。  

 ２０３ページ、２０４ページをお願いいたします。  

 同款、５項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、３ ,２ ,

４３万１ ,７６６円。こちらにつきましても、負担金補助及び交付金なっております。  

 ２１１ページをお願いいたします。  

 歳出合計、予算現額７億２ ,０００万円、支出済額６億９ ,７９２万４ ,８８１円、
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不用額２ ,２０７万５ ,１１９円。  

 おめくりください。２１４ページでございます。  

 実質収支に関する調書でございます。同様に区分、額の順にご説明いたします。  

 １．歳入総額         ７億２ ,２５３万５ ,４０１円  

 ２．歳出総額         ６億９ ,７９２万４ ,８８１円  

 ３．歳入歳出差引額      ２ ,４６１万５２０円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ０円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ０円  

 ５．実質収支額        ２ ,４６１万５２０円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、０円。  

 ２１５ページ以降につきましては、財産に関する調べになっていますので、後ほど

お目通しいただきますようよろしくお願いいたします。  

 続きまして、２１７、２１８ページのサービス勘定でございます。  

 サービス勘定につきましては、午前中、参事から説明がありましたので省略させて

いただきまして、実質収支に関する調書でご説明申し上げます。  

 ２２２ページをよろしくお願いいたします。  

 実質収支に関する調書でございます。こちらにつきましても、区分金額の順に説明

させていただきます。  

 １．歳入総額         ７８０万１ ,７２１円  

 ２．歳出総額         ７５２万７ ,４９０円  

 ３．歳入歳出差引額      ２７万４ ,２３１円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  



― 57 ― 

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ０円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ０円  

 ５．実質収支額        ２７万４ ,２３１円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、０円。  

 以上でございます。  

 ２２３、２２４ページをお願いいたします。  

 続きまして、認定第５号  令和６年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

事項別明細書に基づき説明を申し上げます。  

 他の会計同様、主なもののみの説明とさせていただきます。  

  歳入でございます。  

 １款保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、３ ,３７５万４ ,７

２２円。こちらにつきましては、現年度分の特別徴収の保険料でございます。  

 同款、同項、２目普通徴収保険料、２ ,８６２万２ ,３６６円。こちらにつきまして

は、普通徴収分となっております。  

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金、２ ,６６９万５７１円。

主なものとしましては、保険基盤安定繰入金で２ ,３２５万５７１円を繰り入れてい

ただいております。  

 おめくりください。  

 歳入合計、予算現額９ ,２５０万円、収入済額、９ ,２７７万７ ,９４１円、収入未

済額２４７万８ ,２７８円。  

 めくっていただきまして、２２７、２２８ページでございます。  

 続きまして、こちらからは歳出でございます。同様に、主なもののみの説明とさせ

ていただきます。  
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 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後

期高齢者医療広域連合納付金、８ ,６３７万８ ,０００円でございます。  

 おめくりください。２２９ページをお願いします。  

 歳出合計でございます。  

 予算現額９ ,２５０万円、支出済額９ ,２２０万５ ,７２３円、不用額２９万４ ,２７

７円。  

 続きまして、２３２ページをお願いいたします。  

 実質収支に関する調書でございます。区分金額の順にご説明申し上げます。  

 １．歳入総額         ９ ,２７７万７ ,９４１円  

 ２．歳出総額         ９ ,２２０万５ ,７２３円  

 ３．歳入歳出差引額      ５７万２ ,２１８円  

 ４．翌年度へ繰り越すべき財源  

 （１）継続費逓次繰越額    ０円  

 （２）繰越明許費繰越額    ０円  

 （３）事故繰越し繰越額    ０円  

 計              ０円  

 ５．実質収支額        ５７万２ ,２１８円  

 ６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額、０円。  

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（井上博丞君）  

 それでは、私のほうから、公営企業会計決算書について説明させていただきます。  

 決算書のほうをよろしくお願いいたします。  

 ６ページでございます。  
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 令和６年度和束町簡易水道事業損益計算書  

 各項目の合計のみを説明させていただきます。  

 １．営業収益   ９ ,５１５万９ ,４００円  

 ２．営業費用   １億７ ,５７４万８ ,５２０円  

   営業利益   △８ ,０５８万９ ,１２０円  

 ３．営業外収益   １億１３５万８ ,２８５円  

 ４．営業外費用   １ ,３１９万８ ,１２９円  

   経常利益   ７５７万１ ,０３６円  

 ５．特別損失   ４８５万２ ,４４６円  

   当年度純利益   ２７１万８ ,５９０円  

   前年度繰越利益剰余金   ０円  

   当年度未処分利益剰余金   ２７１万８ ,５９０円  

 ７ページ、８ページを飛ばしまして９ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町簡易水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。  

 表の一番右、未処分利益剰余金について説明いたします。  

 当年度末残高未処分利益剰余金２７１万８ ,５９０円  

 条例第２条による処分額、減債基金積立２７１万８ ,５９０円  

 処分後残高、繰越利益剰余金が０円でございます。  

 １１ページ、１２ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町簡易水道事業貸借対照表でございます。  

 合計のみの説明とさせていただきます。  

 資産の部  

 １．固定資産  

 （１）有形固定資産   合計２４億７８５万２ ,８５１円  

 （２）無形固定資産   合計４７２万３ ,７７８円  
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 （３）投資合計   １ ,５０１万８ ,５１２円  

 固定資産合計、２４億２ ,７５９万５ ,１４１円  

 ２．流動資産  

 （１）現金預金   ２ ,４３３万２ ,１００円  

 （２）未収金   ２ ,１９２万６ ,９８７円  

 流動資産の合計、４ ,６２４万９ ,０８７円  

 資産の合計が２４億７ ,３８４万４ ,２２８円  

 続きまして、負債の部。  

 １２ページでございます。  

 ３．固定負債  

 （１）企業債   合計１０億４ ,６１３万９ ,０９１円  

 固定負債の合計は、同額でございます。  

 ４．流動負債  

 （１）企業債   合計１億３ ,５１９万５ ,３４７円  

 （２）未払金   合計３ ,０５０万６ ,６８９円  

 （３）引当金   合計９５万４ ,０００円  

 流動負債の合計が１億６ ,６６５万６ ,０３６円。  

 ５．繰延収益   合計１０億８ ,４４２万３ ,０８０円  

 負債合計、２２億９ ,７２１万８ ,２０７円。  

 資本の部  

 ６．資本金   １億２ ,９７８万９ ,５８２円  

 ７．剰余金  

 （１）資本剰余金   ４ ,４１１万７ ,８４９円  

 （２）利益剰余金   合計が２７１万８ ,５９０円  

 剰余金の合計４ ,６８３万６ ,４３９円、資本合計１億７ ,６６２万６ ,０２１円、負
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債資本の合計は、資産合計と同額でございます。  

 おめくりください。  

 １３ページから１４ページは注記表、１５ページ以降は決算附則書類でございます

ので、後ほどお目通しください。  

 以上、簡易水道事業会計決算の説明とさせていただきます。  

 続きまして、特定環境保全公共下水道事業会計決算書について説明させていただき

ます。  

 決算書のほうをよろしくお願いいたします。  

 ３６ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業損益計算書  

 合計のみの説明とさせていただきます。  

 １．営業収益   ２ ,５９６万１ ,０３０円  

 ２．営業費用   １億３ ,３２７万１ ,９０１円  

   営業利益で△１億７３１万８７１円  

 ３．営業外収益   １億２ ,８８５万２ ,５７８円  

 ４．営業外費用   ２ ,０９０万４ ,３４６円  

   経常利益で６３万７ ,３６１円  

 ５．特別利益   ６９万１ ,１９３円  

 ６．特別損失   １０５万１ ,２２２円  

   当年度純利益   ２７万７ ,３３２円  

   当年度繰越欠損金で１億６０２万１ ,８３６円  

   当年度未処理欠損金で１億５７４万４ ,５０４円  

 ３７ページ、３８ページを飛ばしまして３９ページをお願いいたします。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業欠損金処理計算書  

 表の一番右の未処理欠損金について説明いたします。  
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 当年度末残高、未処理欠損金１億５７４万４ ,５０４円、処理後残高、繰越欠損金、

同額の１億５７４万４ ,５０４円でございます。  

 １ページおめくりください。４１ページ、４２ページでございます。  

 令和６年度和束町特定環境保全公共下水道事業貸借対照表  

 合計のみの説明とさせていただきます。  

 資産の部  

 １．固定資産  

 （１）有形固定資産   合計２８億９４１万１ ,３３０円  

 （２）無形固定資産   合計６０万９ ,４００円  

 固定資産の合計、２８億１ ,００２万７３０円。  

 ２．流動資産  

 （１）現金預金   １ ,２７７万６ ,３４７円  

 （２）未収金   ７５５万７ ,３６１円  

 流動資産合計２ ,０３３万３ ,７０８円、資産の合計２億８ ,３３５万４ ,４３８円  

 負債の部  

 ３．固定負債  

 （１）企業債   合計１２億１ ,１５５万８４５円  

 固定負債合計、同額でございます。  

 ４．流動負債  

 （１）企業債   合計１億４ ,２４６万５ ,８１６円  

 （２）未払金   合計９７１万５ ,１１８円  

 （３）引当金   合計１１３万５ ,０００円  

 流動負債の合計、１億５ ,３３１万５ ,９３４円  

 ５．繰延収益、合計で１２億２ ,８２７万９ ,０７４円  

 負債合計  ２５億９ ,３１４万５ ,８５３円  
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 資本の部  

 ６．資本金、４ ,４９３万８ ,８４９円  

 ７．剰余金  

 （１）資本剰余金   ２億９ ,８０１万４ ,２４０円  

 （２）利益剰余金   合計で１億５７４万４ ,５０４円  

 剰余金合計１億９ ,２２６万９ ,７３６円、資本合計２億３ ,７２０万８ ,５８５円  

 負債・資本合計は、資本・資産合計と同額でございます。  

 ４３ページから４４ページは注記表で、４５ページ以降は決算附属書類でございま

すので、後ほどお目通しください。  

 以上、特定環境保全公共下水道事業会計決算の説明とさせていただきます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 以上で、令和６年度決算についての説明が終わりました。  

 ただいまから２時５０分まで休憩をいたします。  

休憩（午後２時３６分～午後２時５０分）  

○委員長（岡田  勇君）  

 休憩前に引き続き会議を開き、これから質疑に入ります。  

 質疑について皆さんにお願いをいたしたいと思います。  

 本委員会は、令和６年度決算特別委員会です。令和６年度事業の審査に関する質問

をお願いいたします。  

 また、最初に何ページのどの項目かを明確にして質問してください。  

 それでは、質疑を行います。  

 ４番、髙山委員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 それでは、何点か質問をさせていただきたいと思います。  

 まず、事項別明細書５２ページでございます。  
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 茶源郷乗合交通生活お届け事業についてでございます。  

 ＷａｚＣａｒの運営につきましては、先日の一般質問で行政には大変厳しいことを

言わさせていただきました。ただ、このＷａｚＣａｒにつきましては、昨年、ＮＰＯ

法人Ｙｕｂｕｎｅを立ち上げていただき、茶源郷交通運営協議会として継続した運営

が確保されていることに、このような事業を提案させていただきました１人として感

謝申し上げます。ありがとうございます。  

 また、昨年６月に事業を開始して以降、度々、予約時間の変更や乗降場の増設など、

住民の皆様が利用しやすくなるよう取り組んでいただきありがとうございます。  

 今後ますます高齢化が進む中で、必要とされる事業だと思いますので、よろしくお

願いいたします。  

 そこで、運行管理の面で、より効率的な車両配置が行えるよう管理システムの改

修・変更が必要と考えますが、町長、その後お考えはいかがですか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 ご答弁させていただきます。  

 ただいまの髙山委員の質問の初めのところにありましたように、この事業につきま

しては、ＮＰＯ法人Ｙｕｂｕｎｅのほうが先頭を切って動かしていただいたというこ

とについては、行政側につきましても改めて敬意を表するところでございます。  

 その中でいろいろ試行錯誤していただきながら動いてきているということは、私の

ほうも存じているんですけども、なかなか細かいシステムを導入してどうのこうのと

言われるところについては私のほうも把握できてない部分がございます。ただ、より

使いやすく、よりしやすい形での運営ですね、こういうことで行っていただきたいと

思いますので、その辺につきましては担当課とまた調整していただきながら、令和７

年度から８年度に向けて調整をしていただければと思いますので、どうぞよろしくお
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願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ４番、髙山委員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 ＮＰＯ法人Ｙｕｂｕｎｅのほうで運行管理を日常していただいてる中で、システム

上、不具合な部分というのがたくさんあるということを聞いておりますので、その辺

りはまたよろしくお願いしたいというふうに思います。  

 次に、公営企業会計決算書１５ページをお願いいたします。  

 この事業概要に「旧西部水源施設更新に向けて、本年度及び次年度の２年間にわた

り簡易水道事業基本計画策定業務を実施しているが」というふうに記載されておりま

すが、この内容についてご説明をお願いします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（井上博丞君）  

 お答えいたします。  

 今現在の業務委託内容、現在どういうことを整備していっているかの内容なんです

けども、整備内容の決定など、水道管網の計算、管路の耐震化、更新計画を今のとこ

ろ計画しております。  

 全体的な計画といたしまして、令和６年度から令和７年度で基本計画の策定をさせ

ていただきまして、令和８年度、９年度ぐらいで実施設計を計画しております。  

 その後、令和９年度から１０年度にかけまして、西部水源の現場工事の着手を現在

のところ計画しております。  

 以上です。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ４番、髙山委員。  
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○４番（髙山豊彦君）  

 実際は令和９年から１０年にかけて、工事が進められるという計画でございます。  

 これまでも何回も申しておりますけれども、やはり毎年のように漏水で緊急工事が

しないといけないという状況でございますので、やはりなるべく早くスムーズに進む

ようにお願いしたいというふうに思います。  

 次に、事項別明細書１１６ページ、道路維持補修費についてでございます。  

 町道中西手線、旧東和束小学校跡下の道路沿いの樹木が道路のほうに相当かぶさっ

ているという状況でございまして、安全な走行ができない状況にあるということでご

ざいます。  

 道路構造令による建築限界でいきますと、４ .５メートルを有効に確保しないとい

けないということになっておりますので、道路管理者としてその対応をどのように考

えておられるのかお答え願いたい。  

○委員長（岡田  勇君）  

 建設農政課長。  

○理事兼建設農政課長（北  広光君）  

 はい、お答えいたします。  

 今ご指摘いただいた道路の箇所につきましては、当課でも現場のほうを確認してお

ります。現実、覆い被さってきているというところが町有地の樹木ではないというこ

とでございますが、今、髙山委員からご指摘がありましたとおり、道路自体が通行が

大分困難になっているということで、一定、本課のほうで協議して、地権者の方にご

相談しながら、実際に無理そうでしたら町のほうで応急対応のほうは考えているとこ

ろですので、よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ４番、髙山委員。  

○４番（髙山豊彦君）  
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 この町道の関係というか、道路の今の建築限界の関係で言いますと、近隣の市町で、

地権者のほうでしっかりと管理をしてくださいということをホームページ上で上がっ

ているんですよね。本町は多分上がってないと思うんです。その辺りをね、やはり注

意喚起をするということも大事かなと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。  

 以前にもこの問題を取り上げさせていただきました。判例で、民地からはみ出して

いる樹木で事故が起これば、その損害賠償を地権者に求めるという判例もございます

のでね、やはりそこはしっかりと地権者の方に伝わるようにしていただきたいと思い

ますし、道路管理者として、そのことは強くお願いをして、協力していただけるよう

にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。  

 次に、事項別明細書の９４ページです。  

 特定環境保全公共下水道事業会計負担事業についてでございます。  

 公営企業会計の決算書４５ページに記載の一般会計繰入金に依存した経営状況につ

いては、公共下水道が整備されていない地域住民からの税金も含まれているというこ

とでございますよね。税の公平性の観点から言いましても、監査意見書で指摘もござ

いますように、やはり下水道事業の在り方についての検討が必要というふうに考える

わけですが、そのお考えはいかがですか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（井上博丞君）  

 お答えいたします。  

 現在、下水道の今後の在り方につきまして、持続的な汚水処理システム構築のため

の企画検討業務を発注準備させていただいているところでございますので、もうちょ

っと早く発注できるように頑張っていきます。  

 以上です。  
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○委員長（岡田  勇君）  

 ４番、髙山委員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 これは前々からの指摘事項等でもありますし、やはり大きな本町にとっても課題か

なというふうに思いますから、これからこの施設が老朽化する中で、やはり大きな負

担につながっていくことでございますので、そこはしっかりと計画を立てていただい

て、お願いしたいというふうに思います。  

 次に、事項別明細書の９６ページです。  

 し尿処理諸経費の合併処理浄化槽維持管理事業補助金の関係でございます。  

 令和５年度４月から、合併処理浄化槽設置地域を対象に、維持管理費として申請に

より１万１ ,０００円を補助していただいておるところでございますが、当該地域の

合併浄化槽設置数と補助件数、また、設置に対する補助をしている件数の率を教えて

いただきたい。  

○委員長（岡田  勇君）  

 環境衛生課長。  

○環境衛生課長（井上博丞君）  

 はい、お答えいたします。  

 下水道区域外の浄化槽２７１基と、町では今把握しております。  

 令和６年度は申請件数が５２件ございました。そのうちの割合ですけども、１９ .

２％の申請がございました。  

 以上でございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ４番、髙山委員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 ２７１基の屆出があって、そのうち５２件しか申請をされていないということなん
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ですね。この補助につきましては、公共下水道の整備地域と合併処理浄化槽の設置を

指定されている地域の汚水処理に係る住民の負担が非常に格差があるということで、

令和４年度に私も強く要望をさせていただいて、この補助制度ができたものでござい

ます。  

 特に、下水道料金と合併処理の管理費というのは、高齢者の方であるとか、一人住

まい、二人住まいの世帯で比較しますと大きな差が出てくるんですね。なので、そこ

を何とかしてほしいということでお願いをしたわけです。  

 それと併せまして、この補助制度には浄化槽法による定期検査が義務づけられてい

るにもかかわらず、あまり住民の中で実施されていない世帯もあるということでござ

います。何とか法定点検を受けていただこうという趣旨もこの補助制度の中にはある

んですね。  

 今、住民の方から聞いていますと、やっぱり１万１ ,０００円では、なかなかそう

いった定期点検まで受けて、５ ,０００円要るわけですよね。そうすると差引きであ

まり変わらないということもあって、新たに検査を受けてまでという声もあるのはあ

るんです。  

 先ほど言いましたが、やはり汚水処理の負担軽減も含めまして、やっぱりこの補助

制度の見直しが必要というふうに考えるんですが、町長、この辺りいかがですか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 はい，答弁させていただきます。  

 たしか私が課長のときにこの制度を導入したと思いますので、その辺のところにつ

いての経過も含めますと、当初の計画段階のときに、世帯数４人の下水道の家と、そ

れから世帯数４人の浄化槽の家の比較で、１万１ ,０００円がたしか出されたのかな

というふうに思っております。我が家もいいますと、今１０人槽が入っていまして、
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住んでいるのが３人ということで、確かに負担というのが大きいと思います。今後、

財政との調整もございますが、基本は浄化槽の点検の法定点検をしていただくことが

目的ですので、この辺については、予算の都合がつく段階では、この法定点検につい

て何とか公的な支援ができるようなことも考えていきたいなとは思いますが、現時点

では、ほかのものとの財政バランスですね、この辺を取っていく必要がございますの

で、いましばらく検討時間をいただきたいと思います。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ４番、髙山委員。  

○４番（髙山豊彦君）  

 浄化槽法で定められておりますので、やはりその辺りはしっかりしていただけるよ

うな方向に行政のほうも検討いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。  

 最後ですね。次に、事項別明細書７２ページでございます。  

 老人福祉施設措置事業費ということで、老人福祉センターは３月末まで社会福祉協

議会の事務所であるとか、また、介護予防教室等で活用されてきたわけですけれども、

今の健康福祉交流センターができてからそっちに移転しておりますので、現在、老人

福祉センター利用されていないという状況でございます。今後、老人福祉センターの

活用についてどのようにお考えなのか、町長いかがですか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 今の質問について答弁させていただきます。  

 確かに、今言われるように、遊休になっているんじゃないかというようなご指摘で

ございますけども、基本的には行政財産としてつくりました施設でございますので、

老人福祉ということを中心に活用したいというのが現実でございます。  
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 私の中にも一応遊休施設等になりつつある施設、それから活用が頻繁に行われてい

る施設というところの仕分は、ぼちぼちとしなければならないのかなと、ほかの施設

も思っておりますので、そういうご意見もございますので、今後、新たな活用方法に

ついて検討に加えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 ページ数でいいますと、８２ページの子ども・子育て支援事業計画策定委託に関わ

ってですけども、まず、令和６年度のいわゆる人口の動態ということでいいますと、

役場から頂いた資料に基づきますと、令和６年度を通じて８８人のマイナスというふ

うに伺っております。これは一時期１２０人ぐらいのマイナスというときもあったこ

とも考えますと、一定抑えられている部分もあるのかなという評価もあると思うんで

すが、それでもかなりまだ高い状況があると思います。  

 中でも令和６年度の出生数が４件ということで、この４人というのは、いわゆる令

和４年度に６人というのがありまして、このときに初めて一桁というのがあったんで

すけども、それも下回るといった状況が令和６年度にありました。  

 そこで、町長にまずお聞きしておきたいんですけども、今回、令和６年度の出生状

況というのをどのように受け止めておられるかということと、これは町の人口目標と

いうか、そういった想定との関係でもどのような状況にあるというふうに考えておら

れるかですね、その辺いかがでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 今の質問に答弁させていただきます。  

 確かに、人口減少については私も危機を感じております。実際のところ言いますと、
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子どもが生まれていないのも事実でございます。これは和束町だけの問題ではないと

言えばそこまでのことになるんですけども、そうした中で、どうして和束町が持続可

能なまちになっていくかということについては、ほかの政策も含めながら、和束町に

移住・定住をしていただくことも一つの方法であると考えるほか、交流人口をどうし

て増やしていくかということで、町の活性化を狙っていくのかということも考慮して

いかなければならないというふうには思っております。  

 全国的な視野の中で、和束町の人口が今言われるように、年に１０人を切っている

というのは、ここ３年ほど続いておりますので、これに対する魅力をどこでつけてく

るかというのは、第５次総合計画の後期の中でも何らかの反映をさせたいと思います

ので、ご理解のほうをお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 何年か前に地方創生の関係で人口目標といったものを策定されたときありましたけ

ども、それで想定されていた出生数という意味でも、かなり速いペースで少子化が進

んでいるという状況が多分あるというふうに思います。そういう点では、いろいろな

原因等はあると思うんですけども、いかに和束町で子どもを産み育てられる、そうい

った状況をつくっていけるかということが大変求められていると思います。  

 その点で、今言われています子ども・子育て支援事業計画策定委託というのが令和

６年度に行われまして、いわゆる第３期和束町子ども・子育て支援事業計画というの

が策定をされた年でもございます。それで、担当課長に伺いたいんですけども、この

間、国のほうでは、令和５年度にこども基本法というのが策定もされて、とりわけ子

どもの権利条約というものを踏まえた政策を進めるということが強くうたわれており

ます。つまり要は、子どもの意見表明権というものをしっかりと保障して、それを踏

まえた政策を進めていく。何をするにしても、そこをしっかりと踏まえてやっていく
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ということがかなり強調もされているわけですけども、そういった趣旨というものと

いうのは、この計画策定に当たりましてはどのように反映されたでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本委員のご質問にお答えいたします。  

 ただいまのご質問にありました中身につきまして、本町では認定こども園を進めて

いっておるところでございます。また、認定こども園に移行するということで、子ど

もの権利条約、もしくは保育の１０の姿、こちらのほうを目指して整理をしたいと、

このように考えているところでございます。  

 以上でございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 私がお尋ねしてますのは、既に令和６年度に策定された計画ですね、それをつくる

に当たって、いかに子ども自身の意見を反映させる取り組みが行われたかということ

をお尋ねしているんですね。これを見てみますと、それに類似したといいますか、計

画策定に伴うアンケート調査というのを行われております。その対象というのが、就

学前児童アンケート、それから小学生アンケートというふうになっているんですけど

も、調査対象というのが基本的には保護者になってるんですね。いわゆる１９０人ぐ

らいの保護者に対してアンケート用紙を配られて回収されたということなんですけど

も、これを見ますと、子ども自身の意見聴取というのが行われていないということに

なると思うんですね。保護者にはアンケートを実施したけど、子ども自身には何もさ

れてないと。  

 子どもというのは、就学前、それから小学生だけじゃなくて、中学生とか高校生と
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かいうのももちろん子どもというふうに定義されております。そういった方の意見も

聞いてないというこの中で、この計画が策定されたというのは、そういった法の趣旨

からもかなりずれているというふうに思うんですけども、それはなぜこのような状況

になったんでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 岡本委員のご質問にお答えいたします。  

 やはりアンケートとなりますと、どうしても大人目線の意見になろうかと思います。

子どもの意見が反映しにくいというような中身のアンケートになりましたことにつき

ましては、反省すべきところが多いかなというふうに考えております。  

 以上です。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 いわゆる法とか、この間出されている国などの通知書も含めまして、いわゆる年齢

や発達段階に応じて子どもの意見をちゃんと丁寧に聞いていくということが保証する

ものとして挙げられているんですね。そういう点でいいますと、今度の第３次の計画

っていうのは、十分そういった趣旨がやはり反映されてないというふうに言わざるを

得ないというふうに思うんですね。ですから、計画自身はできてしまっていますけど

も。ただこれは５年間の計画なんですね。ですからやはり５年というのは結構長いで

すから、もう少し今からでもそういう対象になる子どもたちに必要な声を聞く機会を

しっかり設けて、補強していくということがやはり必要じゃないかというふうに思い

ますので、そこはちょっと要望としてお願いしておきたいというふうに思います。  

 それで、アンケートの関係でもう一度聞いておきたいのは、その保護者に対するア
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ンケートの回収率が就学前児童アンケートでいいますと、配布数が８０で、回収が４

７と５８ .８％、小学生の保護者が１０８の配布に対して回収５３と、だから４９ .

１％ということで、ほぼ半分ぐらいの保護者からしか回収できてないと。もともと分

母がそんな大きくないという状況の中でいいますと、その半分ですから、かなりやは

り全体の意向というのが十分反映していないという現実があるというふうに思うんで

すね。  

 ちょっと私、このアンケートは基本的に紙の調査というふうに思うんですけども、

今後どんなアンケートもそうなんですけども、もちろん紙の調査というのは必要だと

思いますが、特に若い世代の関係でいいますと、やはりＷｅｂ関係のアンケートとか

も最近かなり普及してますし、そういったことだとかなり答えやすいとか、そういう

ようなことを言われる方もおられます。そういう点では、より多くの方が回答しやす

い環境をつくっていくという点でも、そういったことを今後やっていく必要があるん

じゃないかと思ったんですけども、その辺いかがでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本委員のご質問にお答えいたします。  

 委員ご指摘のとおり、紙のアンケートでは不十分ということですから、またＷｅｂ

のほうでも一定、今後考えていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 そこはこういう子育ての関係だけじゃなくって、いろんな意味での今後も総合計画

の見直しもありますけども、いろんな意味で生かしていただきたいと思います。  
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 それで、アンケートの中でも、結果として、その中でも要望として、経済的な負担

をやはり軽減してほしいという声が一定多数を占めております。いわゆる令和６年の

報告にもありましたように、この間、町のほうで取り組んでいただいております医療

費の無料化であるとか、教育関係の無償化であるとか、いろんな意味で先進的な取り

組みをしてきていただいたという経過もあるんですけども、ただ、やはりそれでもこ

ういった声が大きいというのは、この間のいろんな物価高騰であるとか経費の高騰、

また学費の関係とか、いろんな要素があるというふうに思います。そういう点では、

令和６年度においても、一定そういう経済的負担の軽減に取り組むという意味での取

り組みをされてもよかったんではないかというふうに振り返って思うわけです。  

 実際、学童の利用料のことや高校生の通学補助であるとか、また教育費の残されて

いる特に高校生以上の負担の軽減とか、やれることはいろいろあったというふうに思

うんですけども、今回その辺が基本的にされてこなかったっていう意味では、町長の

その辺のお考えと、今後こういった声も踏まえて、一つ一つまた負担の軽減について

も考えていただきたいなと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 岡本委員の質問にお答えさせていただきます。  

 まず、アンケートの件につきましては、今まで実際に紙ベースであったというのは

事実でございます。ただ、昨年度あたりからいろんなアンケートをＱＲコードで取り

組んでおりますので、これを広げていくというのは今後のやり方だと思っています。

そういう形で行っていきたいというのがまず１点目です。  

 あと、子育て支援につきましては、かなり早い時期からいろんな施策を展開してき

ていますけど、なかなか伸びていないのも事実でございます。自己財源で何かできる

というのはなかなか難しい部分があったりするので、それが物価高騰対策等々にも大
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きく影響しているとご指摘をされているのは私も理解をしております。  

 今後につきましては、一定、そういうことについてもできるだけ新たな方法を取り

入れたいというように思いますけども、これは財源を横に置いておきまして、私が一

つ思っているのは、女性の雇用ができる形のもの、女性が住みやすい和束町というの

をつくることによって、一定、和束町での子育てができるかなというような考えもあ

りますので、この辺については今後いろんな計画を立てながら、前向きに考えていき

たいと思っております。  

 人口動態でいいますと１ ,０００人を切るのが２０４０年のはずが、今の状態状態

でいきますともっともっと早くなるというご指摘についても私も一番危機感を感じて

いるところでございますので、これに向けていろんな施策を今後の計画の中に組み入

れたいと思っておりますので、ご質問についての答弁させていただきます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 そこは具体的な施策ということで、ぜひ検討いただきたいと思いますし、こちらか

らまたいろいろ提案をしていきたいというふうに思います。  

 それと、８８ページになりますけども、放課後児童対策の関係で一つお聞きしたい

と思います。  

 その中で、令和６年度におきましては、いわゆる夏休みなどの長期の休暇時におき

ます昼食についての提供を行っていただいた年でもあります。それ自身は大変前向き

にやっていただいて大変よかったというふうに思うんですけども、ただ令和６年度の

開始年度でありますけども、実施状況と、またいろいろ課題もあるとは思いますけど

も、その辺に取り組まれた上で、今後改善すべき点であるとか、課題があればぜひお

願いしたいと思います。  

○議長（畑  武志君）  
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 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本委員のご質問にお答えいたします。  

 何食という数字までは押さえておりませんが、一定の利用者があるということは確

かでございます。  

 また、集金体制等、工夫しなければならない点は多少あるかと思いますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ６番、井上委員。  

○６番（井上武津男君）  

 それでは、私から少し質問させていただきたいと思います。  

 事項別明細書の１２ページ、さらに２６ページのコロナワクチンに関することでお

聞きしたいと思います。  

 コロナワクチンは２０２２年ぐらいから始まって、そして、現在もこういう形でま

だワクチンの使用をされているということですけれども、この間について、副作用も

しくは後遺症の問題がこの和束の中で出てきたかどうか、その点について少しお聞き

したいと思います。  

○議長（畑  武志君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの井上委員のご質問にお答えいたします。  

 過去、令和４年度か５年度かちょっと記憶が曖昧なところがありますが、１件出て

いるというふうに考えております。  

 令和６年度につきましてはなかったということでございます。  

 以上でございます。  
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○委員長（岡田  勇君）  

 ６番、井上委員。  

○６番（井上武津男君）  

 今後やはり後遺症の問題はまだ出てくる可能性というものはあると思いますので、

もしそういうときにはどのような対処をこれから取っていこうと考えておられるか、

その点についてもお聞きしたいです。  

○議長（畑  武志君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの井上委員のご質問にお答えいたします。  

 一定、国と京都府なりの指示に従って適切に処置をしていきたいと、このように考

えているところでございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ６番、井上委員。  

○６番（井上武津男君）  

 ありがとうございます。ぜひ、そういう形で取り組んでいただきたいと思います。  

 次に、４６ページのＡＥＤに関する質問でございます。  

 ＡＥＤは、今、和束町に大体どれぐらいの数が置かれておるか、その点についてお

聞きしたいです。  

○議長（畑  武志君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 井上委員のご質問にお答えさせていただきます。  

 ＡＥＤの数につきましては、ハザードマップのほうに場所等を掲載させていただい

ているところでございます。  
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 また、新しくできました「ｃｈａｎｏｖａ」にもＡＥＤの設置のほうはさせていた

だいております。  

 以上です。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ６番、井上委員。  

○６番（井上武津男君）  

 このＡＥＤを使用する場合、やっぱり緊急的なときに使用しますので、場所がなか

なか分からなかったらなかなか使用できないということも出てくると思います。でき

ましたら、そういうマップ的なもの、もしくはそういうものをかなりいろいろなとこ

ろに配布するような形を取っていただいて、ここにＡＥＤがありますよということを

できるだけ分かるようにしていただきたいと思いますけれども、その点についてはど

のようにお考えでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 その点につきましては、来年度にハザードマップを改定する予定はございます。ま

た近年、和束町にも観光来訪者の方、また外国人の方が多いので、そちらも対応でき

るように、携帯電話とＱＲコードを使用した案内等をさせていただきたいというふう

に今のところ検討しておりますので、よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ６番、井上委員。  

○６番（井上武津男君）  

 ありがとうございます。  

 そういう新しいツールをできるだけ利用していきながら、そういうものを利用でき
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るような形を取っていただくことがありがたいと思いますので、ぜひそのことを実践

していただくようお願いいたしたいと思います。  

 これで私の質問を終わります。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ５番、村山委員。  

○５番（村山一彦君）  

 それでは、私のほうから数点お聞きしたいと思います。  

 まず、６８ページ、自殺対策事業費ということで３６１万７ ,０００円が計上され

ているんですが、その下に自殺対策推進計画策定支援業務委託料として３３０万円が

計上されてます。この内容はどのようなものか説明いただきたいです。  

○委員長（岡田  勇君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの村山委員のご質問にお答えいたします。  

 和束町、笠置町、南山城村と３町村でこのようないのちの輝きプランという冊子を

作った事業でございます。  

 以上でございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ５番、村山委員。  

○５番（村山一彦君）  

 その冊子の作成にそれだけかかったらかかったということですか。  

 それともう一つ、最近の和束町の自殺者数というデータがありましたら教えていた

だきたいです。  

 以上です。  

○議長（畑  武志君）  
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 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 はい、お答えいたします。  

 一定、委託には調査等が伴いますので、アンケートや調査等を含めた金額でござい

ます。  

 また、自殺者数につきましては、数字のほうはつかんでおりませんので、また後ほ

ど確認したいと思います。  

 以上です。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ５番、村山委員。  

○５番（村山一彦君）  

 ありがとうございます。  

 それでは１０８ページですけども、一番下の観光費のところに縁側カフェプロジェ

クト協力者謝礼ということで２３万３ ,０００円が上がっているんですが、対象者は

何件あるかお答えいただきたいんですが。  

○委員長（岡田  勇君）  

 まちづくり応援課長。  

○まちづくり応援課長（中尾政弘君）  

 村山委員のご質問にお答えいたします。  

 縁側カフェの対象数ですけども、ちょっと今、数字を持ち合わせておりませんでし

て、たしか私の記憶によれば、七、八軒、町内であったかと思います。トイレ等を観

光客の方にお貸しされたりとか、そういう事業に取り組んでいただいております。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ５番、村山委員。  

○５番（村山一彦君）  
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 今、課長のほうから、トイレ等の使用をお願いできるということで、８件というの

はいかにも少ないかと思うんですね。というのは、私ども、園区はそういう人は来ら

れないんですけど、原山区とか石寺区には観光客の方がたくさん来られてます。聞い

た話ですけど、茶園の中へ入って用を足す人がいるらしいんですね。それが小やった

ら勘弁できるけども、大やったらたまったもん違いますしね、やはりもっと要するに

謝礼金も増やしていただいて、トイレが少ないいうことは観光客は思っておられると

思います。だから、その辺の努力をお願いしたいんですが、町長いかがでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 町長。  

○町長（馬場正実君）  

 はい、答弁させていただきます。  

 ただいまの件ですけれども、若干いろんなことを私のほうも聞いたことはございま

す。啓発の中でいろいろお願いをしておりまして、各公民館、それから商店等々に何

件かお願いをしているということでございます。確かに、縁側カフェに対する補助金

を増やすということもありますけども、理解をいただくということと、ちょっとこれ

をやったときに問題というか、困ったことは、最近の家はほとんど家の中にトイレが

あるということが多くて、家の外にトイレがあるところについては意外と快く引き受

けてもらえたりもしているんですけども、１軒はわざわざこのためにトイレを造って

いただいた家もあるんです。そういうこともありますので、立地条件、それからそこ

の家のご自宅の条件も合わせながら、できるだけ増やせるように、ご理解を得られる

ように努力したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ５番、村山委員。  

○５番（村山一彦君）  

 実際そうですね、新しい人を家の中に上げるというのは、女性１人だったとしたら
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なかなかそういうことはできないかと思います。難しい面もあると思いますが、そう

いう事実があるということを頭に置いていただいて、謝礼金を上げていただいて、１

軒でもたくさん確保していただけたらと思います。  

 それと、同じく１０８ページですけども、豊かな森を育てる府民税交付金事業で２

００万９ ,０００円、そして、もう一つは森林経営管理事業業務委託料４３４万８ ,０

００円、どのような事業をされたのか、その辺の内容を教えていただくと同時に、府

民税というのは京都府からのお金だと思うんですね。森林環境税というような形です

ね。下のほうは、国のほうからの補助金ということでよろしいですか、その辺の答弁

をお願いしたいと思います。  

○委員長（岡田  勇君）  

 建設農政課長。  

○理事兼建設農政課長（北  広光君）  

 村山委員のご質問にお答えさせていただきます。  

 豊かな森を育てる府民税交付金事業につきましては、おっしゃられるとおり、府民

税の交付金が財源となっているもので、京都府から頂くものでございます。この事業

につきましては、森林の保全を目的とされているものでございまして、例えば、土砂

災害とかいうようなものの防止のための森林の保全というものでございます。  

 もう一方のほうにつきましては、森自体を維持していくということでございますの

で、林道の整備等々を含めた中でやっていくというので、よく似た事業でございます

が、事業の中身が若干変わっているということでございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ５番、村山委員。  

○５番（村山一彦君）  

 府のほうの交付金はもう終わるんじゃなかったかと思うんですけど、またこの間、

新聞を読んでいますと、まだ継続して続けると。実際、自治体についてはものすごく



― 85 ― 

使いにくい金ということで、難しい。要するに、使い道がなかなか見つからないとい

うことが私のほうも分かっています。  

 １３５ページですね、和束町豊かな森を育てる基金として今年度は１ ,３５９万７ ,

７３１円が増えて、減ったのは５８５万７４８円ということで、実際これが事業の中

で使われた金とでよろしいと思いますけど、これが今、期末残高が３ ,２５０万円あ

ります。この調子でいったらどんどん増えていって、最終的に返せというようなこと

言われないかと、その辺がちょっと危惧するところがあるんですわ。その辺は課長、

どう使っていくか、その辺答弁願いたいんですが。  

○委員長（岡田  勇君）  

 建設農政課長。  

○理事兼建設農政課長（北  広光君）  

 はい、お答えいたします。  

 おっしゃられるとおり、今、京都府からお金がどんどん送られてくるというと言い

方がおかしいですけども、このお金につきましては、京都府の指示で、一定、基金の

ところで貯めていって、しかるべきときのタイミングで使うというふうに今聞いてい

るところでございます。それの今後の活用についても現在計画をしているところでは

ございますが、なかなかこれといった明確な事業の目的は今立てているところではご

ざいませんが、今のところ返還とかいうようなお話も全然上がってきていませんので、

京都府からの指示で今積み立てているところでございますので、そこのところをご理

解をお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 それでは、続きですけども、ページでいいますと１２１ページの災害対策費に関連

してですが、令和６度といいますのは、令和６年が明けたときに、いわゆる能登半島
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の地震がありまして、大変大きな災害になり、改めて、特に和束町のような孤立しや

すいというか、そういった地域での防災対策というのが注目をされたわけですけども、

全体的な話ですけども、能登半島の地震も踏まえて、令和６年度について災害対策が

どのように取り組まれたでしょうか。  

○議長（畑  武志君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 岡本委員のご質問にお答えさせていただきます。  

 和束町の防災対策の取り組みにつきましては、やはり災害が起こりましたら食べ物

が困るということでございますので、令和６年度におきましては、備蓄品を切れる部

分もございましたので、そのほうを増量して購入させていただいたということもござ

いますし、また、地域防災計画の見直しということで令和６年度には策定させていた

だいているところでございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 それで、能登半島の地震でいろいろと改めて注目されたのが、一つは、一般家屋の

耐震の補強というものが、されているところとされていないところでの被害の差とい

うのがかなり顕著に出ていたということが報道もされておりましたけども、ここの部

分でも木造住宅の耐震の関係の取り組みもしていただいているんですが、実際この和

束町での一般家屋の耐震率といいますか、そういった状況というのはどのような状況

にあって、令和６年度において耐震化の取り組みというのはどの程度進んだというふ

うにお考えでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 総務課長。  
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○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 岡本委員のご質問にお答えさせていただきます。  

 申し訳ございませんが、耐震化率につきましては、本町のほうでは、数をつかんで

ないというところが現状でございます。  

 また、本町におきましては、耐震化の補助金というのを交付させていただいている

ところでございますが、こちらにつきましては昭和５６年以前の建物ということにな

りますので、そちらにつきましては令和６年度におきましては、耐震化の診断という

ことで２件申請がございました。このうち２件共、耐震性能を満たしているというこ

とでございますので、改修はされておりません。  

 以上でございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 この間、防災計画などの改定、京都府・国の想定の改定というようなこともある中

で、一定、南海トラフなどのことも含めて、どの程度の家屋の倒壊が想定されるかと

いうことも多分想定されていると思うんですね。そういう点では、町内での耐震の状

況がどのようになっているかということはやはりつかんでいかないと、やはり的確な

対策が打てないということもありますので、そこは今つかんでおられないという答弁

もありましたけども、できるだけ把握していくということを進めていただきたいなと

いうふうに思うんです。  

 それとあと、能登半島地震で特に問題点として言われたのが、水の確保というのが

あったと思います。大変、水道が長期にわたって断水するという状況がある中で、

様々な面で支障をきたしたと。それがいわゆる災害関連死などにもやはりつながって

いくということも言われたわけですけども、当時、いわゆる水の確保という点で登録

井戸の取り組みであるとか、そういった取り組みもしていきたいという答弁もあった
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と思うんですけども、この水の確保という点での取り組みはどのように進んでいるで

しょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 委員のご質問にお答えさせていただきます。  

 協力井戸の部分につきましては、令和７年より協力していただける方につきまして

募集をさせていただく予定でございます。和束には井戸をお持ちの方はたくさんござ

いますので、そういった有事の際には、登録にかかわらず、共助の部分でご協力して

いただけるというふうには想定しているところでございますけども、一応、登録制度

として令和７年度中に事業を開始させていただくということで、今、事務を進めさせ

ていただいているところでございます。  

 また、水の確保につきましては、令和６年度におきまして約１ ,６８０リットル分

を新たに購入しているところでございますので、その分で約１日から２日分というこ

とで備蓄はさせていただいているところでございますが、京都府につきましては、３

日分の備蓄は確保するようにという指導もいただいていますので、こちらにつきまし

ては、また来年度予算のほうを計上させていただきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 やはり水は生活水もそうですし、飲料水、また下水も含めていろんな面で必要なも

のですので、できるだけ確保のほうに努めていただきたいというふうに思います。  

 それと、もう一つはトイレの確保ということが改めてこれも注目をされたわけです

けども、いろいろな形で簡易トイレの確保であるとか、またマンホールトイレ等の新
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たな整備であるとか、いろんな意味での対策というのはあるというふうに思うんです

ね。和束町にとってそういう災害時に一番効果的な取り組みというのもあるというふ

うに思いますが、その辺のトイレの確保等についての取り組みというのはどうでしょ

うか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 委員もご承知のとおり、和束町小学校におきましては、マンホールトイレを１０基

整備させていただいているところでございます。  

 また、本町の備蓄といたしまして簡易トイレ分ですね、約４ ,３００回分というの

は確保させていただいているところでございます。  

 また、下水道区域につきましては、マンホール等たくさんございますので、緊急の

場合どうしても長期にわたる復旧ができない場合につきましては、そちらのマンホー

ルも活用できるような取組も今後検討していきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 能登半島の地震のときには、今もまだ続いてるわけですけども、直接にその地震で

亡くなったということもありますけども、いわゆるその後の避難生活等で亡くなると

いう災害関連死というもののほうがはるかに多くなっていくといったことも大変課題

として言われております。そういう点で、先ほど備蓄品等の充実等も答弁をいただい

てたわけですけども、やはりいかに避難時に生活のクオリティというものを維持して

いけるかということが大変大事になっていると思いますので、引き続きその辺を強化
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いただきたいと思います。  

 また、関連して、今、和束町には多くの外国人の方も含めて、日常的に観光客の方

というのも町内に滞在されている機会が多くなってきているというふうに思います。

そういう方も含めて、どのようなときに地震なり何なり災害が起こるか分からないと

いう意味では、どなたが町内におられても、いざというときにどこに逃げればいいの

かとか、ここは安全なのかとかいうことも含めて、目で見てとか、ちゃんと視覚に訴

えるということも含めて、案内表示等も充実させていく必要があるというふうに思う

んですけども、かなり以前に避難所の案内表示等を整備いただいた経過もありますけ

ども、かなり色が剥げたりとか、見えにくくなっているという状況もある中で、更新

をしていただきたいということは繰り返し要望してきました。そういったことがこの

間どのように取り組まれているかですね。その辺いかがでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 お答えさせていただきます。  

 この件につきましては、委員のほうから何度も指摘をいただいているところでござ

います。先ほど井上委員のご質問にもお答えさせていただきましたが、来年度にハザ

ードマップを改定する予定で、今、事業を進めさせていただいております。  

 また、避難所等の案内につきましても、あわせまして検討をさせていただいている

ところでございます。  

 また、今ご指摘がありましたように、外国人観光客向けの表示も、できるだけ英語

版で併せまして表示できるように検討させていただくということでよろしくお願いい

たします。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  
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○７番（岡本正意君）  

 今かなり気候変動の関係もあって、災害が大きくなったり、激甚化するという方向

も言われております。それだけにいろんな意味で強化のほうをお願いしたいんですが、

特に和束町のほうでは、いわゆる要支援といいますか、要配慮を要する方の避難時等

にどうサポートしていくかということで、これは全国的な課題でもあるわけですけど

も、そのときそのとき要配慮者の把握であるとか、また、その方たちをどう具体的に

サポートするというような体制づくりであるとかいうことは、いわゆるそういった方

がずっと固定してというわけじゃなくて、更新されていくというか、増えていったり

とか、いろんな面で変わっていくこともありますので、なかなか実態把握とそれに合

わせた対策て大変だとは思うんですけども、その辺り、要配慮者の把握であるとか登

録、またサポート体制というのはどのように今されているでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 保健福祉課長。  

○保健福祉課長兼診療所事務長（但馬宗博君）  

 ただいまの岡本委員のご質問にお答えいたします。  

 現在、現課と総務課の間におきまして、避難順路や要介護者等の避難につきまして、

個別避難計画を策定中でございます。また、要配慮者、要介護３以上、身体障害者１

級、２級、精神１級、２級や知的ランクでいう療育Ａの方々がその対象で、現在のと

ころは約２４０名ということでございます。  

 以上でございます。  

○委員長（岡田  勇君）  

 ７番、岡本委員。  

○７番（岡本正意君）  

 今そういった報告もあったわけですけども、日々いろいろ変わっていくこともあり

ますし、それはぜひ丁寧な対応のほうをぜひお願いしたいというふうに思います。  
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 いずれにしましても、先ほども申しましたけれども、大変激甚化していくという状

況もありますので、それに見合った防災計画の見直し等もぜひお願いしたいんですが、

最後に表示という点で、先ほど避難所等への案内表示というのも今後更新していきた

いという答弁もいただいたんですが、いわゆる特に浸水の想定の表示ですね、一定こ

の間、京都府の関係とかで、木屋のほうであるとか、一定そういった表示もされてい

るとこも見受けられるようになったんですけども、木津川市等の状況を見てみますと、

公共施設なども含めて、そういう浸水想定地域での何メーター浸水するとかいうこと

も含めた目で見る状況というのが大変整備されている状況があると思います。その辺

も含めて、ぜひ併せて新たに取り組みを進めていただきたいと思いますが、その辺の

状況はいかがでしょうか。  

○委員長（岡田  勇君）  

 総務課長。  

○理事兼総務課長（原田敏明君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 説明不足で申し訳ございませんでした。来年度にマップ改定させていただきます。

また先ほどご指摘ありました避難所の看板等も更新させていただきます。あわせまし

て、今いただいた浸水想定の高さですね、それにつきましても、重要な公共施設にお

きましては設置させていただく予定で今事務を進めさせていただいております。  

○委員長（岡田  勇君）  

 質疑の途中ではありますが、本日の決算特別委員会はこれぐらいにとどめ、延会し

たいと思います。  

 なお、次回の決算特別委員会は、明日１８日午前９時３０分より本議場で再開いた

しますので、ご参集願います。  

 本日はご苦労さまでした。  

午後  ３時５０分  延会  
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和束町議会委員会条例第２７条の規定により署名する。  

 

 

        決算特別委員会委員長    岡田  勇  

 


